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１ 産業振興部会の概要

⑴ 産業振興部会の所掌事務について

沖縄県振興審議会に設置されている部会のうち、産業振興部会は「情報

通信関連産業、商工業、科学技術、産業人材育成（他部会の所掌に属する

ものを除く。）雇用、エネルギー等に関すること」を所掌することとされ

ている（沖縄県振興審議会運営要綱第２条）。

⑵ 産業振興部会の構成について

産業振興部会の構成は次のとおりである。

◎金城 克也 一般社団法人沖縄県経営者協会会長

○山城 博美 沖縄地方内航海運組合理事長

古波津 昇 沖縄県工業連合会会長

本村 真 琉球大学人文社会学部教授 琉球大学ｷｬﾘｱ教育ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長

新 賢次 株式会社あざみ屋代表取締役社長

井口 治 全日本空輸株式会社沖縄支店長

井瀧 史洋 独立行政法人日本貿易振興機構沖縄貿易情報ｾﾝﾀｰ所長

糸数 剛一 株式会社ﾘｳﾎﾞｳﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ代表取締役会長

稲垣 純一 一般財団法人沖縄ITｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ戦略ｾﾝﾀｰ理事長

上原 啓司 琉球ネットワークサービス代表取締役社長

清水 雄介 琉球大学大学院医学研究科教授

鈴木 和子 沖縄税理士会税理士

千住 智信 琉球大学工学部教授

花牟礼真一 株式会社かねひで総合研究所代表取締役理事長

山本 貴史 東京大学副理事 株式会社東京大学TLO代表取締役社長

※◎は部会長、〇は副部会長を示す。

⑶ 産業振興部会の開催実績について

産業振興部会の開催実績は次のとおりである。

〇第１回産業振興部会

日時：令和３年７月15日（木）13:30～16:30

場所：沖縄産業支援センター３階 大会議室

議題：

１．調査審議

新たな振興計画（素案）に対する意見・修正について

(1)県民所得の着実な向上につながる企業の「稼ぐ力」の強化

(2)リゾテック沖縄の推進による情報通信関連産業の
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高度化・高付加価値化

(3)沖縄の優位性や潜在力を活かした新たな産業の創出

〇第２回産業振興部会

日時：令和３年８月３日（火）13:30～16:30

場所：沖縄県教職員共済会館 八汐荘 ４階中会議室

議題：

１．報告事項

第１回議事要旨、審議における意見及び回答

２．調査審議

新たな振興計画（素案）に対する意見・修正について

(1)アジアのダイナミズムを取り込む国際物流拠点の形成と

臨空・臨港型産業の集積

(2)科学技術イノベーションの創出と次世代を担う持続可能な

産業の振興

(3)地域を支える第二次産業と県産品の振興

(4)その他、他部会への申し送り等

〇第３回産業振興部会

日時：令和３年８月19日（木）13:30～16:30

場所：沖縄県教職員共済会館 八汐荘 ４階中会議室

議題：

１．報告事項

第２回議事要旨、審議における意見及び回答

２．調査審議

新たな振興計画（素案）に対する意見・修正について

(1)世界に誇れる島しょ型環境モデル地域の形成

(2)誰もが安心して働ける環境づくりと多様な人材の活躍促進

(3)人口減少に対応し、地域社会を支える人づくりと人材の確保

新たな価値を創造し、産業を牽引する人づくりと人材の確保

(4)その他、他部会への申し送り等

３．その他

新たな振興計画の指標関係について

※ 部会開催に先立ち、令和３年７月７日に事前説明会を実施

２ 産業振興部会における調査審議結果（中間取りまとめ）

⑴ 新たな振興計画（素案）に対する修正意見について

新たな振興計画（素案）に対する修正意見については、別紙１（新たな
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振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（産業振興部会））のと

おりとりまとめた。

⑵ 関連体系図（案）に対する修正意見について

関連体系図（案）に対する修正意見については、別紙２（関連体系図（案）

に対する修正意見審議結果一覧（産業振興部会））のとおりとりまとめた。

⑶ 自由意見について

産業振興部会における調査審議の過程において、(1)及び(2)以外の意見

について、別紙３（自由意見の一覧（産業振興部会））のとおりとりまと

めた。

以上



（別紙 ２－２）関連資料

別紙１

産業振興部会

番
号

章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 提出者
担当
課

第２章　基本的課題

1 2 14 23

また、デジタル分野において
は、オンライン化やリモートコ
ミュニケーション等の活用が
重要である

-

安全・安心の島を実現するためには、ICTを活用した新しい生
活様式が必要である。沖縄県が未知なるウイルス感染症で二
度と同じ思いを繰り返さないために、沖縄県民すべての人が使
える新しい仕組み作りでが重要である。
どのように対策するのか、もっと具体的に描くべきではないか。

【原文のとおり】

委員意見については、第４章の基本施策２
(６)、P69の21段落目に「デジタル化オンライン
化等のICTの利活用を通じて、県民生活の利
便性を向上させることが重要である」との記
述があり、視点としては盛り込まれているとの
ことから原文のとおりとする。

上原　啓司 情報

2 2 15 8

各国政府や自治体、ビジネス
コネクターなど社会全体が柔
軟に取り組んでいくことが重
要である

各国政府と直接柔軟に対応するという外交に近い行動を起こ
すような表現に見えてしまう。
より沖縄にあった施策を選択し早期に柔軟な対応することが重
要である。

【総合部会へ申し送り】 上原　啓司

3 2 15 10

新型コロナウイルス感染症拡
大によって顕在化した２つの
本質的課題から、ポストコロナ
を見据えた新たな視点は、以
下の６項目に整理できる。

未知なる感染症対策は空港や港など水際対策が重要である、
その課題を記載する必要があるのではないか。
④「脱東京一極集中の多核連携型国づくりを担う新たな拠点
形成」の記載は必要無いと思う。
ITを活用したリスク対策、ウイルス対策が重要だと考える。情
報の発信、共有など沖縄県民に情報を提供する仕組みは重要
だと思う。

【総合部会へ申し送り】 上原　啓司

4 2 19

第1回産業振興部会の審議において、「稼ぐ力」の強化、
「ResorTech　Okinawa」の位置づけについて意見などから、別
添のとおり着眼点としてまとめた結果、テーマの重複する部分
やそれぞれの基本コンセプトを明確にする必要があることか
ら、関連する第２章、第３章、あるいは基本コンセプトに併せて
書く施策展開、施策について整理する必要がある。

【総合部会へ申し送り】
産業振興部

会

第３章　基本方向

5 3 20 9

新技術の実用化研究や新ビ
ジネスのモデルの実証実験等
を円滑に実施できる環境を整
え

国家戦略特区等による規制緩和を積極的に推し
進めるなど、新技術の実用化研究や新ビジネス
モデルの実証実験等を円滑に実施できる環境を
整え、

従来型の税制優遇等の特区では沖縄の差別優位性は高くな
い。今後、テストベッドとして有効な手段は規制緩和。これをい
かに大胆に進めるかが重要。沖縄県としての国家戦略特区の
活用が進んでいない中、このような文言を入れるかどうかで県
としてのやる気を伝えることができるため。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。

花牟礼　真
一

情報

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議内容一覧
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（別紙 ２－２）関連資料

番
号

章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 提出者
担当
課

6 3 26 17
・情報技術を生かした生産性
の向上、比較優位を生かした
付加価値の向上・・・・

-

・比較優位性のある付加価値商品の可能性に言及。
※総合部会議事録P31より抜粋
「沖縄の食品産業を含め機能性をアピールして海外に販路拡
大する動きがあり、それらの作り手側の機能性の部分を表に
出そうとの動きがあるため、「沖縄特有の資源を活用した商品
開発等による」との文言を追記する必要がある」

【原文のとおり】

比較優位性には、特有の資源だけでなく、沖
縄の地理や気候風土からもたらされた優位
性も含まれると考えている。「付加価値を目指
す事業」の対象を幅広に表現するため、原文
のとおりとする。

 玉城　秀一
(総合部会よ
り申し送り)

もの

第４章　基本施策

基本施策１　沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して

7 4 30 11

①　再生可能エネルギー等の
クリーンなエネルギーの導入
促進
【追加】

P30　24行目以降に下記文言を追加
□　電力系統の安定運用や社会全体の効率的な電力使用に向
け、ICT を活用した「アイランド・スマートグリッド」のシステム確立
等に取り組む。

（P30 26～30行目は内容が重複するため削除）

再生可能エネルギー等のクリーンエネルギーを大規模に導入
するためには電力系統の安定化技術の開発が不可欠である
ため。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
千住　智信 産政

8 4 30 12

□本県は地理的・地形的及び
需要規模の制約により、現時
点ではエネルギーの多くを化
石燃料に頼らざるを得ない状
況にあるが、エネルギー使用
に伴う環境負荷の低減に向
け、エネルギーの安定供給に
配慮しつつ、民間事業者等と
連携しながら本県の地域特性
に合ったクリーンエネルギー
の導入拡大に取り組む。

□本県は地理的・地形的及び需要規模の制約により、現時点で
はエネルギーの多くを化石燃料に頼らざるを得ない状況にある
が、エネルギー使用に伴う環境負荷の低減に向け、エネルギー
の安定供給に配慮しつつ、県民の協力のもと、民間事業者等と
連携しながら本県の地域特性に合ったクリーンエネルギーの導
入拡大及びエネルギーの地産地消化に取り組む。

見出しは、「①再生可能エネルギー等のクリーンなエネルギーの
導入促進」である。「地理的・地形的及び需要規模の制約」の多い
「島しょ地域」ではクリーンエネルギーの導入拡大が困難と前置き
している印象を与えかねない。
　前段の（１）で「世界誇れる島しょ型環境モデル地域の形成」と高
らかに謳っており、技術立国・日本のなかの沖縄で、脱炭素社会
構築に向け、島しょ地域におけるクリーンなエネルギー導入モデ
ルを世界に発信する文脈でなければ、平仄が合わない。
　ハワイ州は2015年、2045年までに再生可能エネルギーの割合を
100％にする法律を可決た。制定の段階で、再生エネの割合は
23％だった。ハワイはエネルギーを石油に頼ってきた。自前の石
油の生産はなく、全面的に島外に頼っている。従って電力料金は
高く、かつ石油の値段によって州の経済状況が左右されてきたと
いう。電力消費者が自宅の屋根やビルなどに太陽光発電設備を
設ければ、税控除も受けられ、2018年にはすでに全世帯の3分の
1が太陽光発電設備を自宅に備えるまでになった。
また、集合住宅に住む人や企業向けに「コミュニティソーラープロ
ジェクト」と呼ばれる仕組みも2018年に発足させた。参加すると、
地域につくられる太陽光発電設備に出資し、その代わりに、発電
量の割り当て分だけ電力使用量が割り引かれる仕組みだという。
さまざまな努力により、2017年には再生エネルギーの割合が27％
に達している。
　ハワイの取り組みから明らかなことは、クリーンエネルギーの導
入拡大には、島民一人ひとり、御万人（うまんちゅ）の主体的な参
画なくして実現不可能であるということではないか？決して一部
「民間事業者等との連携」のレベルにとどまるものではないと考え
る。

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。

金城　陽一
（沖縄県振
興審議会委

員）

産政
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（別紙 ２－２）関連資料

番
号

章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 提出者
担当
課

9 4 30 15
～クリーンエネルギーの導入
拡大に取り組む

資源の乏しい本県では、クリーンエネルギーに取り組みつつ
も、環境に配慮した未利用資源エネルギーも取り組むべきであ
り、以下のとおり修正願う。

～クリーンエネルギー及び未利用資源エネルギー等、環境に
配慮したエネルギーの導入拡大に取り組む

【検討中】

　工場排熱等の未利用エネルギーの活用に
ついては、国のエネルギー基本計画素案に
おいて省エネルギー対策の取組として位置
付けられており、Ｐ31　5行目以降の「低炭素
化及び省エネルギー化の促進」の項目にお
いて整理されることが適当と考えている。
　なお、意見にある「未利用資源エネルギー」
の文言については、環境部を通じて内容を確
認している途中である。

赤嶺 太介
（環境部会
からの申し
送り）

産政

10 4 30 21

□太陽光発電や風力発電等
の設備、蓄電池の導入支援、
水素等の次世代エネルギー
の利活用に係る調査研究の
促進、新たな税制優遇措置等
の支援策拡充に取り組む。

□太陽光発電や風力発電等の設備、蓄電池の導入支援、二酸
化炭素を排出しない次世代火力発電や水素、アンモニア等の次
世代エネルギーの利活用に係る調査研究の促進、新たな税制
優遇措置等の支援策拡充に取り組む。

2032年の時点で、排出ゼロの次世代火力発電実用化の目途
が立っているのか不透明であると考え以下のとおり修正案を
作成した。
「沖縄らしい脱炭素社会を目指すため、二酸化炭素排出の低
減はもとより排出ゼロも期待される次世代火力発電や、（後
略）」

一方で、次世代火力発電により回収した二酸化炭素をどのよう
に貯留、処理するのか、欧米を中心に火力発電はネガティブで
あることから記載しないことも一案かと思料する。
参考：https://www.afpbb.com/articles/-/3354267

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
井瀧　史洋 産政

11 4
30

31

25

3

①再生可能エネルギー等のクリー
ンなエネルギーの導入促進
②沖縄に適したエネルギ－供給・消
費の効率化
□ICT を活用した社会全体の効率
的な電力使用など、島しょ社会の持
続的発展を推進する「アイランド・ス
マートグリッド」のシステム確立に取
り組む。
□エネルギー多消費型都市活動の
改善を図るため、ICT を活用したエ
ネルギー利用の効率化や未利用エ
ネルギー等の活用促進等により、エ
ネルギー の面的利用の推進に取り
組む。
□沖縄らしい脱炭素社会を目指す
ため、二酸化炭素を排出しない次世
代火力発電や、水素、アンモニアな
ど次世代エネルギーの最新技術の
活用検討等に取り組む。
□汚水処理の過程で発生する消化
ガスの燃料利用、汚水の処理施設
におけるプラント運転時の省エネル
ギー化など様々な手法による効率
的な再生利用に取り組む。
③低炭素化及び省エネルギーの促
進

②沖縄に適したエネルギー供給・消費の効率化
→　全体削除

(1)　P30　24行目以降に追加
「電力系統の安定運用や社会全体の効率的な電力使用に向け、
ICT を活用した「アイランド・スマートグリッド」のシステム確立等
に取り組む。」

(2)　P30　21～23行目の文言を下記のとおり修正
「太陽光発電や風力発電等の設備、蓄電池の導入支援、二酸化
炭素を排出しない次世代火力発電や水素、アンモニア等の次世
代エネルギーの利活用に係る調査研究の促進、新たな税制優
遇措置等の支援策拡充に取り組む。」

②の発電に関する記述はp30の①、需要側の省エネ等に関す
る記述はp31の③へ振り分けて、再度見直しては如何か？
②はエネルギー供給と消費の効率化の両方を対象にしてお
り、記載内容が①③と重複しているので、より具体的な記述と
するため

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】

左記のとおり修正する

【環境部会に申し送り】

P30　28行目「エネルギー多消費型都市活動
の改善」、P31　２行目「省エネルギー化など
様々な手法による効率的な再生利用」の扱い
については環境部会に申し送り。

千住　智信 産政
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（別紙 ２－２）関連資料

番
号

章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 提出者
担当
課

12 4 30 31

□沖縄らしい脱炭素社会を目
指すため、二酸化炭素を排出
しない次世代火力発電や、
（後略）

削除

2032年の時点で、排出ゼロの次世代火力発電実用化の目途
が立っているのか不透明であると考え以下のとおり修正案を
作成した。
「沖縄らしい脱炭素社会を目指すため、二酸化炭素排出の低
減はもとより排出ゼロも期待される次世代火力発電や、（後
略）」

一方で、次世代火力発電により回収した二酸化炭素をどのよう
に貯留、処理するのか、欧米を中心に火力発電はネガティブで
あることから記載しないことも一案かと思料する。
参考：https://www.afpbb.com/articles/-/3354267

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
井瀧　史洋 産政

13 4 30 31

　沖縄らしい脱炭素社会を目
指すため、二酸化炭素を排出
しない次世代火力発電や、水
素、アンモニアなど次世代エ
ネルギーの最新技術の活用
検討等に取り組む。

-

二酸化炭素を排出しない次世代火力発電や、水素、アンモニ
アなど次世代エネルギーの最新技術の活用検討等は、日本の
総力を挙げて産官学全体で取り組むべき国の課題と考える。
　海洋温度差発電は、南の表層水の温度が高い暑い地域の
方が効率がいいとされ、国内では沖縄が最適地とされている。
沖縄県は、2013年から国の支援を受け久米島で取り組んでお
り、発電後の冷水を活用して、魚の養殖や化粧品、海ブドウ、
塩など深層水関連企業の総売り上げは、サトウキビを上回る３
０億円にものぼる。これまでの研究を踏まえ、今後より大規模
な1メガワット級の発電プラントによる研究段階にきていると聞
いており、成功すれば「世界誇れる島しょ型環境モデル」のみ
ならず「島しょ型産業振興モデル」となることは明らかである。
　海洋温度差発電はクリーンで無尽蔵な再生エネルギーとして
太平洋諸国も注目している。電気エネルギーは、私たちの生活
はもとより産業に不可欠であり、島国日本のなかの、さらに島
しょ地域である沖縄が、先導的に取り組む意義のある事業であ
ると考える。

【原文のとおり】

　次世代火力発電や水素、アンモニア等の次
世代エネルギーは、国において脱炭素社会
の実現に向けて必要な技術に位置づけられ
ており、県としても活用検討を行うこととして
いる。また、海洋再生エネルギーについて
は、施策1-(3)-イ①海洋環境を活用した再生
可能エネルギーの導入促進（41ページ）に記
載しているため、原文のとおりとする。

金城　陽一
（沖縄県振
興審議会
委員）

産政

14 4 31 1

汚水処理の過程で発生する
消化ガスの燃料利用、汚水の
処理施設におけるプラント運
転時の省エネルギー化など
様々な手法による効率的な再
生利用に取り組む

-

様々な効率的なエネルギーとして汚水処理だけでは物足りな
いと思い、以下を追記した。

汚水処理の過程で発生する消化ガスの燃料利用、汚水の処
理施設におけるプラント運転時の省エネルギー化、廃棄物焼
却施設における廃棄物発電など様々な手法による効率的な再
生利用に取り組む

【原文のとおり】

ご意見いただいた「廃棄物焼却施設における
廃棄物発電」については、P30　17行目の「バ
イオマス等」に含まれているものと考えてい
る。

なお、施策②の「沖縄に適したエネルギー供
給・消費の効率化」については、施策①③と
重複するので②を削除して①③にまとめては
どうかという意見が産業振興部会において提
出されており、これを踏まえて②を削除し、①
③において文言を整理する予定である。

赤嶺 太介
（環境部会
からの申し
送り）

産政

15 4 31 5

航空業界も2050年までにCO2の排出実質ゼロを掲げており、Ｓ
ＡＦという持続可能な航空燃料となるユーグレナ（微細藻類）の
供給量と安定した価格での調達が鍵になってくる。
省エネルギーの交通システムの導入のみならず、（ユーグレナ
などの）持続可能な航空燃料の調達なり生産にもっと拍車をか
けていくことや、八重山でも一部実施されているユーグレナの
研究・開発・生産の本島への誘致も含めて、助成なり税制措置
のような県のバックアップもぜひお願いしたい。

【環境部会へ申し送り】
井口　治

環境
部会

-8-



（別紙 ２－２）関連資料

番
号

章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 提出者
担当
課

16 4 31 16
運輸部門については、自家用
車・路線バス等への・・・

県内のＣｏ２排出量において運輸部門の比率は高い。その排
出元には航空機と船舶も含まれているが、素案は触れていな
い。
また、トラックについても明言した方が良いため、以下を修正願
う。

「運輸部門については、自家用車・路線バス・トラック等へ
の・・・」

【環境部会へ申し送り】 山城　博美
環境
部会

17 4 31 22 (追加）

県内のＣｏ２排出量において運輸部門の比率は高い。その排
出元には航空機と船舶も含まれているが、素案は触れていな
い。
また、トラックについても明言した方が良いため、以下の通り修
正願う。

「併せて県内路線に就航する航空機・船舶への低炭素化につ
いても国と連携して支援・指導する。」

【環境部会へ申し送り】 山城　博美
環境
部会

18 4 31 22 (追加）

道路網の整備は最優先で進めなければならない喫緊の課題
であるが、島嶼県としての現実を踏まえ、慢性的な交通渋滞、
排気ガスの減少(低炭素化)への対策としてのモノレールや鉄
軌道と並行した海上におけるモーダルシフトについて検証及び
再検討の必要があるため、以下のとおり修正願う。

「更に陸上交通における排気ガスの減少(低炭素化)や交通渋
滞の緩和等への取組みとして、那覇－北部間の海上バイパス
等モーダルシフトの構築を図る。」

【基盤整備部会へ申し送り】 山城　博美
基盤
整備
部会

19 4 36

先般、沖縄がめでたく世界自然遺産に認定され、世界自然遺
産とＳＤＧｓの２つとの関係を考えても、国立自然史博物館の沖
縄誘致が進んでほしいと思う。

世界に新たな自然史博物館の拠点をつくるとすれば、地域は
アジアの中心部で、それは間違いなくビッグデータの活用が特
色になる。
沖縄で自然史博物館の誘致が実現すると、ビッグデータにまつ
わるＩＣＴの技術がこれを中心に沖縄に集積することが考えられ
る。

【環境部会へ申し送り】 稲垣　純一
環境
部

20 4 41 21
（前略）海洋バイオ分野の研
究開発、ベンチャー支援等を
強化し、（後略）

-

21行目にて海底鉱物資源や海洋バイオについて触れている。
27行目以降を見ると海底鉱物資源については言及されている
ものの、海洋バイオについては特段触れられていない。
海洋政策センターに包含されるのかもしれませんが、どう支援
していくのか明示してはどうかと思料する。

【原文のとおり】

　ライフサイエンス分野の基礎研究開発につ
いては、108頁21行目の「沖縄大学院大学等
を核とした共同研究の推進」に含まれており、
大学等の研究成果による、様々なシーズを活
用した産業振興や社会実装につながる研究
を推進していきたいと考えている。
　また、ベンチャー支援等については、施策
「大学発のベンチャー等の創出促進（109頁6
行目）」において、科学技術を活用したライフ
サイエンス分野の大学発ベンチャー等創出に
向けて取り組むこととしていることから、原文
のとおりとする。

井瀧　史洋 科学
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（別紙 ２－２）関連資料

番
号

章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 提出者
担当
課

21 4 47 20
（前略）魅力的なものづくりを
図る、次に掲げる施策を推進
する。

魅力的なものづくりを図るため、次に掲げる施策を推進する。 ミス？
【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
井瀧　史洋 もの

22 4 47 28

エ　伝統工芸の振興
①伝統的な技術・技法の継承
□原材料の安定確保、伝統
工芸事業者や産地組合の経
営基盤の強化、製法技術の
向上や工程の見直し等による
安定した製品供給体制の確
立等に取り組む。

①伝統的な技術・技法の継承と経営基盤の強化
□原材料の安定確保、製法技術の向上、工程の見直し等により
安定した製品供給体制の確立を図り、工芸事業者等の経営基盤
の強化に取り組む。

生産者（つくり手）の経営規模（1事業所当たりの従事者数）が
2.4人で全国規模の5.1人と比較して半分以下である。その為、
従業者1人当たりの工芸品生産額も約200万円と全国平均の
約610万円の3分の1に留まっているため。

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。
新　賢次 もの

23 4 47 30 追加

素案P48の1行目に追加
①伝統的な技術・技法の継承と経営基盤の強化
□工芸品の認知度向上のため、展示会の開催や文化施設等と
の連携など、県民をはじめ多くの方々へ伝統工芸に触れる機会
を提供し、沖縄工芸の魅力や価値を高める。

沖縄の工芸は、いろいろ種類もありますが、全体の工芸の中で
県指定が26あって、その中に国指定が16あるような構造になっ
ており、非常に多種多様な状況がある。しかも機械化ではな
く、手作りでつくっておりますので産業となかなか結びつきにく
い課題がある。
文化的な要素が高い伝統工芸の産業の本質面を、今一度、文
化的な切り口でクローズアップした展示会を提案する。これに
より県内のいろいろなビジネスパートナーの広がりにもつなが
り、文化的な事業であってもビジネスにつながっていくのではな
いか。

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。
新　賢次 もの

24 4 47 28

原材料の安定確保、伝統工
芸事業者や産地組合の経営
基盤の強化、製造技術の向
上や工程の見直し等による安
定した製品供給体制の確立
等に取り組む。

-

沖縄県の伝統工芸品（三線や芭蕉布、離島の上布など）の生
産に必要な材、三線であればコクタン材、イスノキ材、イヌマキ
材、上布であればチョマや芭蕉などの生産のための基本的な
原料が枯渇している現状で、将来的にもそれらの継続的な生
産に向けた仕組み作りが必要である。
県産の伝統工芸品の生産に必要な原材料としての木材や芭
蕉、チョマなどが現状でも枯渇している。後継の生産者も目算
が立たない状況で、それらの安定供給に向けた原材料の生産
に沖縄県の地域特性を活かした工芸品の差別化のためのブラ
ンド化・高付加価値化を推進する観点からも将来的にも継続で
きる生産体制の構築を県主体で実施すべきである。生産体制
についての視点や具体的な考え方、具体的方策を行政課題と
位置づけ、具体的施策として反映した文案を作成すべきであ
る。

【原文のとおり】

　計画（素案）においても引き続き原材料の安
定確保に取り組む方向性を記載しており、今
後実行計画等で具体的施策に取り組んでい
くことから、原案のとおりとしたい。

谷口　真吾
（農林水産
業振興部
会より申し
送り）

もの

25 4 48 1

エ　伝統工芸の振興
②伝統工芸を活用した感性に
働きかける魅力的なものづく
りの振興
□消費者の感性に働きかける
感性型製品の開発やブランド
力の向上、ICTを活用した情
報発信の強化、インバウンド
を含めた国内外への効果的
な販路拡大に取り組む。

□消費者の感性に働きかける感性型製品の開発やブランド力の
向上、おきなわ工芸の杜やＩＣＴを活用した県民や観光客に対す
る情報発信の強化、国内外への効果的な販路拡大等に取り組
む。

おきなわ工芸の杜は沖縄の工芸振興の新たな拠点として期待
されている。ICTの活用は欠かせないが、工芸の拠点である工
芸の杜において、リアルな展示空間による使い手との結びつき
が大切である。特に地元の使い手の取り込みが必要不可欠で
ある。

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。
新　賢次 もの
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課

26 4 48 1 -
伝統文化あるいは沖縄の文化を活用するに当たって、地元の
コンセンサスも一緒に盛り上げていくのが大事だと思う。

【原文のとおり】

委員意見については今後の施策展開におけ
る視点として参考にさせていただく。

新　賢次 もの

基本施策２　心豊かで安全・安心に暮らせる島を目指して

27 4

53

138

19

6,1
8

(1)子どもの貧困の解消に向
けた総合的な支援の推進
貧困の世代間連鎖の克服と
解消には、子ども達自身が社
会で生きていくための力を身
につけることが大切な要件で
あるが、そこには、社会生活
の中で必要な健康保険、税
金、年金等とともに、将来働く
上で必要な労働関係の基礎
知識も重要である。

①若年者の就業・定着の促
進、②若年者の就業意識啓
発等の推進

(意見)
総論は賛成だが、どのように基礎知識を習得していくかについ
て具体的な方策が必要。子どもの頃から生き抜くために必要な
経済活動について触れることが大切。雇用される側の知識と、
起業して経営する場合の実務的な経験や知識の習得まででき
るよう目指して欲しい。職場体験が授業の一コマになるぐらい
数多く経験できる機会があるとよいと思う。
・社会の常識はできるだけ早い段階から見聞きし、自分の考え
を持てるようにしておくべき
・雇われること（就職）だけが将来の選択肢ではないことを知っ
てもらいたい
・起業の面白さや厳しさもシミュレーションできることが必要
・合わせて職業上の倫理についても学ぶ機会が必要

【福祉健康部会へ申し送り】

商工労働部では、全ての生徒や学生が通学
しながらのアルバイトや社会人になる前に労
働関係の基礎知識を学ぶことは非常に重要
だと考え、高校生を中心に労働者としての基
本的知識の普及に取り組んでいる。
また、子どものキャリア教育等について、県
教育委員会では、学習指導要領に基づき、発
達段階に応じて、職場体験・見学、インターン
シップや事前学習としての職業人講話、消費
者教育等を実施し、児童生徒の望ましい勤労
観、職業観を育むべく取り組んでおり、委員
のご意見も参考に取り組んでいきたい。

鈴木　和子
労政
教育
庁

28 4 55

25

28

ウ　ひとり親家庭等の困難を
抱える保護者への支援
…所得水準の高い職種等へ
の就職・転職やキャリアアップ
のためのスキル習得等の機
会を充実させ、就労支援と組
み合わせた取組を拡充する必
要がある。
…雇用機会の拡大や賃金の
上昇とともに、貧困の連鎖を
断ち切る…

-

（意見）
・スキルだけでなく、業種や職種の見聞を広め、仕事をすること
への興味を持ってもらえるような取組が必要
・雇用拡大や賃金上昇が経済的に困難な中小零細企業に配
慮した表現にして欲しい
・スキル習得のモチベーションのためにも、仕事とのミスマッチ
ングを軽減するためにも必要な取組
・沖縄の企業の９９％は中小企業であり、コロナ禍において大
きなダメージを受けています。企業側の事情を斟酌したうえで
成立する方策を考えるべき。

【原文のとおり】

引き続き、関係機関と連携し、業種や職種の
見聞を広める取組や女性が自分にあった仕
事を見つけられるような取組等の様々な支援
を行い、ひとり親世帯の就労支援に取り組
む。
子どもの貧困の解消には、中小企業・小規模
事業者における「雇用の質の改善」と、「生産
性向上」に向けた取組が重要であり、施策2-
(1)-ウに「県内企業・事業所の生産性の向上
と雇用環境の改善を図り、」と記述があること
から原文のとおりとする。

鈴木　和子
雇用
労政
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課

29 4 59 29

②　生活習慣病等の予防に向
けた健康的な生活の定着

以下項目を追加
③　健康経営の促進

　沖縄県は、健康診断の有所見率が9年連続してワースト1と
なっている。現役世代の死亡率も高く、沖縄における生産性の
低さの要因の一つともなっている。
　このため、有所見率の改善を図る等のため、職場における健
康づくりの取組として、健康経営の促進を項目として以下のと
おり追加して頂きたい。

また、今回、企業の「稼ぐ力」の強化を打ち出しているが、ＤＸ
の推進やイノベーションの促進等による生産性の向上だけで
なく、生産性を低下させず、経営基盤の強化を図るため、「健
康経営」の取組の強化も求められていると考えている。

【追加】
③　健康経営の促進
□　職場における健康診断の有所見率の高さや、現役世代の
死亡率の高さを改善するため、健康経営の取組を促進する。

【福祉健康部会へ申し送り】

職場における健康経営は、ワーク・ライフ・バ
ランスを推進する上でも従業員が健康で働き
続けられることは大変重要と考えており、ま
た、委員のご意見のとおり労働生産性向上の
観点からも企業にとって有益である。
商工労働部では、セミナー等を通して労使双
方に対し「健康経営」の周知啓発を行う。

金城　克也 労政

30 4 72
組織は戦略に従う。今後10年間、沖縄県がデジタル戦略を進
めていく上で、他自治体も行っているように変化に対応できる
組織の検討をぜひやっていただきたい。

【基盤整備部会へ申し送り】
花牟礼　真
一

基盤
整備
部会

31 4 77 10 -

行政版ＢＣＰだけでうまくいくとは思っていないが、沖縄は島
しょ県であるメリットを生かし、ワクチン接種、ＰＣＲの陰性証明
を持っている方のみ来県してもらい、県民は経済を回していく
など、経済を止めないという観点が必要ではないか。

【文化・観光スポーツ部会へ申し送り】
花牟礼　真
一

保健
医療
部

32 4 77 17
県内企業の策定に向けた支
援に取り組む。

行政版BCPの策定及び県内企業の策定に向けた
支援に取り組む。

今回のコロナ対応において、企業におけるBCP対応の必要性
は認識できたが、それ以上に県のBCP的なプランはさらに重要
であることが確認できた。特に島嶼県であり且つ人口密度も高
い我が県は、感染症においてやり方によっては台湾やシンガ
ポールのように守りを強くすることができる。何度も県民の経済
活動を止めることのないよう、必ず来るであろう感染症対応の
ために島嶼県として水際対策の強化や条例制定を含め、経済
活動を止めないための行政としてのBCP構築の記載が必要で
はないか。

【福祉保健部会へ申し送り】
花牟礼　真
一

中小

基本施策３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して

33 4 84 25 -

情報特区地域に関しては地方税の課税免除に関して器具備
品は外されており、償却資産税の課税免除が受けられず、非
常に範囲が狭められているため、ＩＴ関連事業者を必ずしも支
援している税制にはなっていない。また、ＩＴ事業者だけが対象
であるが、この構想の中では各産業の事業者についてもＩＴ設
備の導入や活用などを行うことで沖縄県全体の底上げが必要
であり、特区が情報特区や地域などのIT事業者のみを対象と
する制度に違和感がある。

【原文のとおり】

県内企業のIT導入に係る支援については第
４章３（１）アにICT導入支援の方向性が示さ
れており、委員意見の趣旨は含まれていると
のことから、原文どおりとする。

鈴木　和子 情報
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34 4 84 26

多くの企業や人材、投資家等
が集積する大都市圏から遠く
離れ、県外とのビジネス交流
に不利な本県において、

-

沖縄県が大都市から離れていてリゾート県で得をしたと感じた
ことはありますが、不利だと感じたことはない。遠く離れていて
も情報発信力やビジネス内容次第では他県と比べて劣ること
はないので表現を変えてはどうか。

【原文どおり】

ご指摘のとおり、多くの企業や人材、投資家
等が集積する大都市圏から離れていることが
特に不利にならない観光等の業種もあるが、
新たな人材・資金等を必要とするスタートアッ
プや、関連技術や下請け等の裾野が広い製
造業など不利性のある業種も多く、関係する
課題も指摘されていることから、対策を講じる
必要があるので原文どおりとする。

上原　啓司 マーケ

35 4 84 29

⑴ 県民所得の着実な向上に
つながる企業の「稼ぐ力」の強
化
□　多くの企業や人材、投資
家等が集積する大都市圏か
ら遠く離れ、県外とのビジネス
交流に不利な本県において、
イノベーション型経済への移
行を促すためには、より積極
的・戦略的な施策展開が求め
られる。そのため、イノベー
ションを促す規制緩和や投資
の促進、技術者や起業家教
育の拡充、女性の活躍の促
進など、様々な角度から取組
を進める必要がある。

【84頁26行～30行】
⑴ 県民所得の着実な向上につながる企業の「稼ぐ力」の強化
□　多くの企業や人材、投資家等が集積する大都市圏から遠く
離れ、県外とのビジネス交流に不利な本県において、イノベー
ション型経済への移行を促すためには、より積極的・戦略的な施
策展開が求められる。そのため、イノベーションを促す規制緩和
や投資の促進、技術者や起業家教育の拡充、多様な人材の活
躍の促進など、様々な角度から取組を進める必要がある。

「稼ぐ力」の発揮に向けて、積極的な女性の登用といった趣旨
での記載を入れるべき。
P84の29行目で女性活躍の推進も含めて稼ぐ力の強化の視点
として挙げているにも関わらず、内容に含まれていない。
(11)誰もが安心して働ける環境づくりの中で「女性が活躍でき
る環境づくり」のパートはありますが、安定的な雇用や、能力発
揮の環境づくりのパートと認識している。
「稼ぐ力」での女性活躍とは、より女性の視点での企画・マーケ
ティング・販促といった要素において積極的に女性を登用する
ことだと感じる。そうした観点で「稼ぐ力」の発揮に向けて、積極
的な女性の登用といった趣旨での表現にしてはどうか。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
井口　治 マーケ

36 4 84 26

⑴ 県民所得の着実な向上に
つながる企業の「稼ぐ力」の強
化
□　多くの企業や人材、投資
家等が集積する大都市圏か
ら遠く離れ、県外とのビジネス
交流に不利な本県において、
イノベーション型経済への移
行を促すためには、より積極
的・戦略的な施策展開が求め
られる。そのため、イノベー
ションを促す規制緩和や投資
の促進、技術者や起業家教
育の拡充、女性の活躍の促
進など、様々な角度から取組
を進める必要がある。

【84頁26行～30行】
⑴ 県民所得の着実な向上につながる企業の「稼ぐ力」の強化
□　多くの企業や人材、投資家等が集積する大都市圏から遠く
離れ、県外とのビジネス交流に不利な本県において、イノベー
ション型経済への移行を促すためには、より積極的・戦略的な施
策展開が求められる。そのため、イノベーションを促す規制緩和
や投資の促進、技術者や起業家教育の拡充、多様な人材の活
躍の促進など、様々な角度から取組を進める必要がある。

　84頁29行に「女性の活躍の促進など、様々な角度から取組を
進める必要がある」との課題認識があるものの、具体的取組が
記述されていない。
　このため、生産性向上の方策として、女性など多様な人材の
活用について、追加記述してはどうか。

また、P86、29行目の「③　人材投資による生産性の向上
□　次世代の企業経営者を育成するため～」について、今後の
活躍を期待する「若者や女性」を「次世代の企業経営者」の枕
詞として追記してはどうか。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
金城　克也

マーケ

産政
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37 4 84 26

⑴ 県民所得の着実な向上に
つながる企業の「稼ぐ力」の強
化
□　多くの企業や人材、投資
家等が集積する大都市圏か
ら遠く離れ、県外とのビジネス
交流に不利な本県において、
イノベーション型経済への移
行を促すためには、より積極
的・戦略的な施策展開が求め
られる。そのため、イノベー
ションを促す規制緩和や投資
の促進、技術者や起業家教
育の拡充、女性の活躍の促
進など、様々な角度から取組
を進める必要がある。

【84頁26行～30行】
⑴ 県民所得の着実な向上につながる企業の「稼ぐ力」の強化
□　多くの企業や人材、投資家等が集積する大都市圏から遠く
離れ、県外とのビジネス交流に不利な本県において、イノベー
ション型経済への移行を促すためには、より積極的・戦略的な施
策展開が求められる。そのため、イノベーションを促す規制緩和
や投資の促進、技術者や起業家教育の拡充、多様な人材の活
躍の促進など、様々な角度から取組を進める必要がある。

「女性など多様な人材」という表現は、「女性など」という女性も
含めた被逆差別を受けているようなイメージや女性は男性より
劣っていると捉えられる表現になるのではないか。「男女関わ
らず」とか、「年齢問わず」という表現に改善していただきたい。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
古波津　昇 マーケ

38 4 85 15
□経営の高度化・効率化によ
る中堅企業の育成や経営基
盤の強化等により（後略）

□経営の高度化・効率化による中小企業等の育成や経営基盤
の強化等により（後略）

中堅企業を特出しした理由が分かりかねたため
【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
井瀧　史洋 中小

39 4 85 29
①デジタルトランスフォーメー
ション等の推進
による企業の生産性向上

上記参照。85ページのア全産業における労働生産性の向上及
び①はまさにResorTechOkinawaのコンセプトそのものである。
またこれら項目は他県でも同様の方向性が示されていると思
料するが、沖縄ではすでにResorTech Okinawaのコンセプトの
もと推進中であり、沖縄らしい差別化をはかる書きぶりは必要

【検討中】

委員意見を踏まえて関連箇所の文案を修正
する。

花牟礼　真
一

情報

40 4 85 29
① デジタルトランスフォーメー
ション等の推進による企業の
生産性向上

①（デジタルトランスフォーメーション等の推進による企業の生
産性向上）の中にResortech Okinawa の推進を掲げ、定義、説
明を簡略に記述して頂きたい。

【検討中】

委員意見を踏まえて文案を修正する。
稲垣　純一 情報

41 4 86 1

 沖縄IT イノベーション戦略セ
ンターと連携し、官民各セク
ターが持つデータのオープン
化を進めるとともに、様々な企
業等が活用できるデータ流通
プラットフォームを構築し、DX
推進のためのソフトインフラと
しての活用を図る。

-

「沖縄ITイノベーション戦略センター・・・DXに取り組む意義・・・
気運の醸成を図る」とあるが、オープンデータ化（有料・無料は
別として）へのインセンティブを考える必要がある。データを公
開・開示することの社会的重要性を知ってもらうだけでなく、
データ提供者にとってのメリットを付与する仕組みについて検
討する必要がある。
また、人流データなど定量的データの活用やＤＸの観点から
様々なデータを補完及び利用できるデータのプラットフォーム
を整備する必要がある。

【原文のとおり】

プラットフォーム構築の方向性は当該箇所の
文案に含まれているとのことから、原文のと
おりとする。
今後、実施計画や個別事業を検討する際に、
委員からの指摘は参考とすること。

神谷　大介
（基盤整備
部会より申
し送り）

情報
企画
部デ
ジタル
社会
推進
課
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42 4 86 27
人材育成投資税制の創設に
より、企業による人材育成の
ための投資を促進し、（後略）

-

沖縄でなかなか人材が育たないのは、（小規模事業者が多い
がゆえに）アドミンが弱い（もしくはない）からという話がある。会
社として人材をしっかり育成する流れを作るような、方向性も盛
り込んだ記載にしてはどうか。

【原文のとおり】

県内企業の人材育成については、ご指摘の
内容も含め様々な課題が指摘されており、社
内教育をはじめ社外のリソースを活用した研
修や資格取得など人材育成のための投資を
幅広く促進すること想定した表現としているこ
とから、原文どおりとする。

井瀧　史洋 マーケ

43 4 87 5

① 支援機関による経営改善
の支援

追加
②小規模零細企業及び中小
企業の組織化、中小企業協
同組合等の組織機能の強化

②③ 創業支援の充実
③④ 企業の成長のための資
金調達及び環境変化への適
応の円滑化
④⑤ 事業承継・廃止に伴う経
営資源の引き継ぎの円滑化

□新商品開発や新サービスの提供、経営力向上、技術の高度
化、事業の協業化等に取り組む中小企業等に対し、専門家派遣
や経営指導、経営革新、組織化の支援に取り組む。

　経営基盤が脆弱な県内小規模零細企業及び中小企業の経
営基盤強化や「稼ぐ力」の向上を図ることは、SDGsのゴール８
「働きがいも 経済成長も」の達成に資する極めて重要な施策
である。
　中小企業協同組合は、中小企業等が相互扶助の精神に基
づき、経営資源を相互に補完しながら、自主的な共同経済活
動によって「稼ぐ力」の向上、持続的な発展、人材育成、環境
負荷軽減の取り組み、社会貢献等を実施するのに最も適した
組織である。
　また、新型コロナウイルス感染対策において、経営状況の把
握や支援施策の受け皿はもちろん、情報伝達においても、大き
な役割を担っている。
　したがって、左記の通り、中小企業協同組合等の組織機能の
強化について、②として記述する必要がある。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左記のとおり修正する 金城　克也 中小

44 4 88 10 -

観光は夏場中心でなかなか下期に観光需要がないので、県の
抱えている幾つかの課題と観光を結びつけて下期にぶつけて
はどうか。例えば航空クラスター(ＭＲＯ)と修学旅行を結びつけ
てインターンシップ的な要素で取り込み、先々の沖縄の雇用や
ＭＲＯという産業の発展にもつなげられないか。

【文化・観光スポーツ部会へ申し送り】 井口　治

文化
観光
スポー
ツ部

45 4

88

89

90

31
～

(2)世界から選ばれる持続可
能な観光地の形成と沖縄観
光の変革、ア「新しい生活様
式/ニューノーマル」における
安全・安心で快適な観光の推
進、①「安全・安心の島」の構
築に向けた受入体制等の整
備

(自由に記載する)　世界から観光地として選ばれるため、安心
で快適に観光するため、安全・安心の島を構築するため、その
全ての共通課題となるのはどうやって安全安心を証明するの
か？世界ではワクチンパスポートや陰性証明など安全安心を
認証する仕組みが構築されつつある。沖縄でもIT技術を駆使し
安心して観光出来る独自システムが必要だと思う。

【文化・観光スポーツ部会へ申し送り】 上原　啓司

46 4 99 9

ResorTech Okinawaの推進に
よる情報通信
関連産業の高度化・高付加価
値化

振興計画素案の多くの場面にICT,DX等に関連する記載が見ら
れる。
本来、ResorTechOkinawaの真髄は決して情報通信関連産業
の高度化を目指すだけではなく、どちらかというと観光等沖縄
の産業をICT化やDX化により支えていくという発想。したがって
情報通信関連産業の高度化・高付加価値化というタイトルだ
と、その意義を自ら矮小化することになる。
これだけ多くの場面にICT・DX化記載が見られるのだから、
ResorTech Okinawaはそれら解決に資するコンセプトであるこ
とを明快にした表現にしてはどうか。

【検討中】

委員意見を踏まえて文案を修正する。

花牟礼　真
一

情報
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担当
課

47 4 99 9
 ⑶ ResorTech Okinawa の推
進による情報通信関連産業
の高度化・高付加価値化

「誰一人取り残さない」ことを目指し、全産業のDXを推進するこ
とを目標に掲げるのであれば、しっかり格差を広げない取組、
各企業の情報リテラシーを高める取り組みが不可欠である。
このため、情報格差の低減、解消に向けた取組、施策につい
ても触れたほうが良いことから追記をしてはどうか。

【検討中】

委員意見を踏まえて文案を修正する。
井瀧　史洋 情報

48 4 99 9
ResorTech Okinawaの推進に
よる情報通信関連産業の高
度化・高付加価値化

県内でAIを活用できる人材が育成されなければ、結果、県外
のベンダーに多額の資金流出が予測されるため、この
ResorTech Okinawaの項目にデータサイエンティストの育成と
いう最も重要な項目が入っていないので、人材育成を項目とし
て追加してはどうか。

【検討中】

委員意見を踏まえて文案を修正する。
山本　貴史 情報

49 4 99 10

ResorTech Okinawa とは、本
県においてデジタル社会を実
現していく中で、情報通信関
連産業の高度化と全産業の
DX を推進する取組の総称を
いう。

ここに記述されているとおり Resortech Okinawa の目的は、情
報通信関連産業の高度化・高付加価値化だけではないため、
この第３節の冒頭（県民所得の着実な向上につながる企業の
「稼ぐ力」の強化）で説明の追記をしてはどうか。

【検討中】

委員意見を踏まえて当該箇所の文案を修正
する。

稲垣　純一 情報

50 4 99 10

RisorTech Okinawa構想は本来、分野別計画である。情報通信
産業を純粋に育成・強化していくためにも、この部会を通じて、
RisorTech Okinawa構想の素案で書いた内容のうちの汎用的
な部分に関しては、新たな振興計画に吸い上げ、振興計画全
体にRisorTech Okinawaの位置づけをしっかりしていただきた
い。

【検討中】

素案の第２章の基本的課題の部分に
RisorTech Okinawaのコンセプトを明記して、
デジタル化の戦略を意識した内容となるよう
文案を修正する。

稲垣　純一 情報

51 4 99 14

従来の下請中心の受注型ビ
ジネスモデルから、高付加価
値の情報通信技術・サービス
を提供する提案型ビジネスモ
デルへの転換を図っていく必
要がある

沖縄県の資料では、よく「下請中心からの脱却」とあるが、沖縄
でIT産業が成長したのはニアショアという本土から海外ではな
く沖縄に仕事を発注して下さいとアピールした結果である。マー
ケットの小さい沖縄で多くの仕事を発注できる企業は存在して
いない。沖縄IT企業の課題は沢山ありますが、独自のサービ
スを生み出す力、それを売り出す営業力が必要であることか
ら、まず請負業務の単価を上げてもらう事が必要であることか
ら表現を変えてどうか。

【検討中】

委員意見を踏まえて文案を修正する。
上原　啓司 情報

52 4 99 14 追加 -

下請け中心の受注型ビジネスモデルから、高付加価値の情報
通信技術・サービスを提供する「提案型ビジネスモデル」への
転換は、まさにその通りであり、「担い手」をどうしていくのか、
県外（海外も含めて）から沖縄にIT人材をどう引き寄せていくの
か、また県内でIT人材を育成していくロードマップをどう描ける
かが大事である。
このため、提案型ビジネスに転換を行う上で、IT人材育成の
ロードマップを合わせて追記する必要がある。

【原文のとおり】

新たな振興計画の実施計画や個別計画を検
討する中で、人材育成のロードマップを検討
する。

井口　治 情報

-16-



（別紙 ２－２）関連資料

番
号

章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 提出者
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53 4 99

本当にＤＸをやるのであれば、データサイエンティストを沖縄県
で何人抱えるかを目標として示す必要がある。データサイエン
ス教育を琉球大学がやっているが、琉球大学と沖縄県でタイ
アップして、琉球大学の学生だけではなく、民間企業にも開放
したデータサイエンススクールをつくり、目標を設定したうえで
データサイエンティストを育成するのが急務ではないか。
今までのＩＴ整備と同じ線上で議論されているような気がしてい
て、ＤＸというのは少し違う。

【検討中】

委員意見を踏まえて文案を修正する。
山本　貴史 情報

54 4 100 追加

・県外からの担い手を引き寄せるにあたっては、沖縄がDXも含
めて高付加価値な情報通信を展開するに値するかが問われま
す。P100にもあります、スタートアップ事業者が集積する仕組
みとして、戦略特区や、実証実験フルサポートのような仕掛け
が大事であることから、沖縄で高付加価値な情報通信産業を
展開するにあたり、具体的な戦略（取組）について、記載しては
どうか。
また、県内での担い手育成という点では、県内の大学でIT人材
を育成していくことが大事である。県内大学で、IT人材育成を
行ってはどうか。アカデミアの整備も併せて検討する必要があ
る。

【検討中】

スタートアップが集積する仕組みや具体的な
戦略については実施計画等を策定する中で
委員意見を参考に検討する。
県内大学と連携したIT人材の育成について
は、委員意見を踏まえて文案を修正する。

井口　治 情報

55 4 101 2

情報通信関連産業の振興施
策や民間主体の先進的なDX
の取組等についての普及啓
発に取り組むとともに、IT 見
本市等を通じて「ResorTech
Okinawa」のコンセプトを広く県
内外に発信し、県内全産業に
おけるDXの取組を促進するこ
とで、県内情報通信関連産業
が活躍できる新分野・新マー
ケットを創造する。

「Resortech Okinawaのコンセプトを広く県内外に発信し…」とあ
るが、このままでは県内情報通信関連産業のための活動であ
ると看做され、成果が得にくくなる懸念がある。
結局は県内情報通信関連産業のためにならないので、表現を
変えてはどうか。

【検討中】

委員意見を踏まえて文案を修正する。
稲垣　純一 情報

56 4 102 10
（４）アジアのダイナミズムを取
り込む国際物流拠点の形成と
臨空・臨港型産業の集積

-

記載のとおり、地理的優位性があったとしてもその他の不利な
条件（価格、積み替えによるタイムロス等）があれば荷主や物
流会社としても沖縄の物流ハブを選ぶのは難しいと考える。国
内の主要空港、主要港との比較優位性を確保するためにも物
流会社等のニーズをしっかり把握し、実現することが重要だと
思う。
また、後段の施策とつながるが、国際物流拠点を確立するうえ
で県内のものづくりをしっかり育成、発展させることが重要だと
思う。香港、台湾、シンガポールでも後背にはものづくり産業が
控えている。国際物流拠点の発展のためには、製造業の育成
は重要な課題だと考える。

【原文のとおり】

本施策は物流会社等との連携を前提として
いる。また、製造業の育成については、
P124_28 行目からの「ア 多様なものづくり産
業の振興」で説明していることから、原文のと
おりとする。

井瀧　史洋 アジア

57 4 102 27 我が国とアジアを結ぶ
・P102_27行目
我が国とアジア諸国等を結ぶ

我が国がアジアの一部である　　（P103･L7）では「諸国」と表記
しているため。

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。
稲垣　純一 アジア

-17-



（別紙 ２－２）関連資料

番
号

章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 提出者
担当
課

58 4 102 27
（前略）我が国とアジアを結ぶ
国際貨物や県産品輸出の増
加など、（後略）

・P102_27行目
我が国とアジア諸国等を結ぶ国際貨物や県産品等輸出の増加
など、

日本とアジアを結ぶ拠点であるならば県産品にとどまる必要は
ないかと思うため。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する
井瀧　史洋 アジア

59 4 103 14

空港・港湾機能の拡張性につ
いて検討すべきであり、民間
利用を含めた早期着手のた
めの検討が必要である。

-

修正文案
「空港・港湾機能の拡張性について駐留軍用地跡地利用を含
め検討すべきであり、民間利用を含めた早期着手のための検
討が必要である。」

那覇港と那覇空港周辺で広く利活用できるエリアは浦添に移
設後の軍用跡地しかないと思われる。
できれば軍港北側に位置する自衛隊用地の余剰分も加えられ
るとベストである。
因みに｢軍用地跡地利用｣については｢スーパーシティ用地｣で
はノミネートされている(P107．24行目)

【原文のとおり】

　今後返還が予定される那覇港湾施設の跡
地（約56ha）については、国及び那覇市と連
携し、那覇空港及び那覇港を生かした臨空・
臨港型産業の集積や周辺のスポーツ施設等
を生かしたスポーツコンベンションの推進な
ど、ウォーターフロントとしての優位性が発揮
されるよう幅広い利用の検討を進めることとし
ている旨を素案P181に記載しており、原案の
とおりとする。

山城　博美

企画
部
県土・
跡地
利用
対策
課

60 4 103 21 -

沖縄を経由する意味、顧客が沖縄経由を選ぶためにどうしたら
いいのかというところがもう少しクリアになれば、活用も広がっ
ていくのではないか。
せめて、地方の人たちが地方空港から、成田・羽田・関空に
持っていくよりも、地方空港から那覇空港に持ってきて海外に
出すほうが安いというメリットを感じることができるのであれば、
それは沖縄にとってはプラスになるのではないか。

【原文のとおり】
　
実施計画等で対応していく。

花牟礼　真
一

アジア

61 4 104 3
・・の増加が期待されることか
ら、Ⅱ期・Ⅲ期等の関連施設
の整備を推進する

・・の増加が期待されることから、外内貿ふ頭の再編・強化やⅡ
期・Ⅲ期等の関連施設の整備を推進する

国際貨物の輸出を本県からも増やすためには、本土発貨物を
那覇港を経由させる施策（インセンティブ、商社機能の導入等）
及び狭隘化・老朽化している港湾施設の改善が急務となるた
め。

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。
山城　博美

アジア
港湾
課

62 4 104 9 追加 -

物流コストについては、海上航路のコスト低減に向けた「燃料
費の一部支援」など具体的な記載があるが、空路については
具体的な記載が見受けられない。
空路の物流コストの低減にむけて、既存の着陸料の減免・航
行援助施設利用料・航空燃料税の軽減の３つの助成措置継続
に関する付記により、航路と空路との記載に整合性を持たせる
必要があると考える。

【原文のとおり】

P141_4行目「３(12)イ「世界水準の拠点空港
等の整備」で説明していることから原文のとお
りとする。

井口　治 アジア
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63 4 104 16

□　東アジアには香港やシン
ガポール、高雄、上海、釜山
など、世界でも有数のハブ港
が存在する。本県が、アジア
に近い地理的優位性を生かし
た東アジアの主要港と国内港
湾をつなぐ中継拠点となるた
めには、那覇港における国際
流通港湾機能の拡充を図るこ
とで、これら港湾との連携によ
り、国際海上ネットワークを強
化し、最終顧客である荷主を
呼び込み、港湾利用者として
の海運業者を誘致し、航路の
確保を進めていく。

□　東アジア・東南アジアには香港やシンガポール、高雄、上
海、釜山など、世界でも有数のハブ港が存在する。本県が、アジ
アに近い地理的優位性を生かした東アジア・東南アジアの主要
港と国内港湾をつなぐ中継拠点となるためには、那覇港における
国際流通港湾機能の拡充を図ることで、これら港湾との連携によ
り、国際海上ネットワークを強化し、最終顧客である荷主を呼び
込み、港湾利用者としての海運業者を誘致し、航路の確保を進
めていく。

シンガポールを入れるのであればアジアとした方が良いと思う
ため。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する
井瀧　史洋

アジア
港湾
課

64 4 104 22

アジア市場をはじめ海外へ県
産品等を輸出する県内企業
等や、県内立地を検討する企
業の課題となっている物流コ
ストの低減化については、

・P104_22行目
アジア市場をはじめ海外へ県産品や全国特産品等を輸出する県
内企業等や、県内立地を検討する企業の課題となっている物流
コストの低減化については、

日本とアジアを結ぶ拠点であるならば県産品にとどまる必要は
ないかと思うため。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する
井瀧　史洋 アジア

65 4 104 9 追加 -

・物流コストの低減を提議するには、中城湾港を含めた視点で
検討すべきであり、以下を追加願う。

・船舶に係る安い公租公課及び各種規制緩和措置をもとに那
覇港及び中城湾港において国際・国内航路のネットワーク拡
充に取り組む。

【原文のとおり】

物流コストの低減に係る、海上輸送活用の対
策強化として、那覇港及び中城湾港における
国際・国内航路のネットワーク拡充や、サプラ
イチェーンの最適化等の取り組みについて
は、
P143_２行目からの「３-(12)-ウ「経済成長を
加速させる拠点港湾機能やネットワーク機能
の強化拡充」、「① 那覇港の物流・人流機能
の強化」及び P.144_7行目からの「② 中城湾
港の物流・人流機能の強化」で説明している
ことから、原文のとおりとする。

古波津　昇

アジア
立地
港湾
課

66 4 104 27 追加 -

これまでの貨物上屋は貨物のハンドリングとしての場でしかな
かったが、これからは空港隣接地としてスピーディーな物流を
求める荷主、物流企業、フォワーダーそしてエアラインなど企
業群の誘致で「新しい機能のエリア」としての可能性があるた
め、貨物上屋の「新しい機能化」に向けた検討について付記を
お願い致したい。

【原文のとおり】

実施計画等で対応していく。
井口　治 アジア
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67 4 105 5 （追加挿入）

【追加文案】
　また、那覇港の狭隘化・老朽化を受け、他の港湾との複合的
な整備・開発は不可欠である。｢沖縄県東海岸サンライズベル
ト構想｣にもあるとおり、中城湾港の産業支援港湾としての機
能の充実・強化を図るとともに、那覇空港や那覇港をはじめと
した西海岸地域との連携・役割分担や有機的連携の推進、相
乗効果発揮のために、基幹道路の整備に取り組む必要があ
る。

①現状で産業集積地として最も機能している中城湾港との連
結が必要。
②狭隘化・老朽化している那覇港を補完するため、中城湾港を
整備の上、交通アクセスを強化するため。

【基盤整備部会へ申し送り】 山城　博美

立地
基盤
整備
部会

68 4 105 5 追加
・港湾のアクセス強化を提議するには、中城湾港も念頭に入れ
るべきであるため。

【検討中】 古波津　昇
港湾
課

69 4 105 6 -

企業誘致をしやすくするための賃貸工場の設置設備の固定資
産取得費用等の助成制度、また税金の制度についても同様こ
れらの継続と、それを特に基礎費用に出していけたら、沖縄の
脆弱な体質の企業としてはいいのではないか。

【原文のとおり】

 税制上の優遇措置については、制度の継続
及び拡充を国へ要望している。
　引き続き、これらの税制優遇措置等を活用
し、臨空・臨港型産業の集積促進、製造業等
の生産性向上や稼ぐ力の強化に取り組む。

古波津　昇 立地

70 4 105 9 追加 -

到着便、到着貨物をオペレーションする外国の航空会社に対
する「新しい支援（助成）」の検討をお願いしたい。
外国の航空会社から見ると運航ハードルが下がり、貨物流動
を取り込めるチャンスが広がる。結果として、多方面のネット
ワーク形成が見込めると考える。

【原文のとおり】

実施計画等で対応していく。
井口　治 アジア

71 4 105 9 -

これからは、コストの低減が非常に大事な要素になってくる。
現行のコンテナのスペースの確保事業、あるいはプラット
フォームの強化事業、荷主さんへの助成についても航空会社
の助成と両輪で引き続きお願いしたい。

【原文のとおり】

実施計画等で対応していく。
井口　治 アジア

72 4 105 14
セミナーや視察ツアー等の効
果的なプロモーション

「～、本県のビジネス環境や優位性等について周知するための
セミナーや視察ツアー、ワーケーションと連動した取組など、効果
的なプロモーション活動を展開する。」

今後の企業誘致の促進には、ワーケーションの実施地として
沖縄のブランドを高めることが有効であるため。

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。
稲垣　純一 立地

73 4 105 26 -
整備のため飛来する航空機への航空機燃料税の軽減措置も
県は国に要請をしていくと聞いている。それも盛り込んではどう
かとご検討をお願いしたい。

【原文のとおり】

航空燃料税の軽減措置については、国に要
望しているところであり、今後の状況をみなが
ら検討する必要があるため。

金城　克也 立地
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74 4 105 27

航空関連産業クラスターの起
点となる航空機整備事業の拡
大を推進するとともに、航空関
連産業を担う人材の育成に取
り組む。

　航空関連産業クラスターの起点となる航空機整備事業の拡大
を推進するとともに、県内教育機関等と連携して、航空関連産業
を担う人材の育成に取り組む。

主体的な人材の担い手を具体的に記載した方が実現可能性
が高まるため。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する
千住　智信 立地

75 4 105 27 追加 -

MRO Japan は順調 に事業規模を拡大し、県内出身者の雇用
創出、技術者の養成・定着を進めてきている。
また、基本戦略Ⅰに繋がる装備品整備についても、新たな分
野に踏み出した。
その他、夜間ライン整備作業や自衛隊の機体水洗の取り込み
等、事業規模拡大に伴う現有施設 についてはフル稼働になり
つつあり、更なる事業規模拡大に向けては施設の拡張も並行
して進めていく必要があると考えるため、事業規模拡大に伴う
「施設の拡張」（本棟、ターミナル・貨物エリア）、並びに 技術者
養成と定着の為の「施設の充実」の検討も追記頂きたい。

【原文のとおり】

「施設の拡張」、「施設の充実」については、
今後のクラスター形成の進捗を踏まえながら
検討していく。

井口　治 立地

76 4 105 29

□本県に集積している情報通
信関連産業、物流産業並びに
研究開発支援機能との連携
による航空関連産業クラス
ターの競争力強化を図り、航
空機整備関連のパーツや装
備品等の保管、修理を行う事
業者の誘致に取り組むととも
に、那覇空港及び那覇空港周
辺の産業用地確保に向けた
取組を推進する。

□また、航空機整備事業者が進めている情報通信技術を活用し
た技術分野のＢＰＯ化をはじめとする他産業との連携について、
県内に集積する情報通信関連産業、物流産業並びに研究開発
支援機能等との連携拡大に繋げることで、航空関連産業クラス
ターとしての競争力強化を図り、航空機整備関連のパーツや装
備品等の保管、修理を行う事業者の誘致に取り組むとともに、那
覇空港及び那覇空港周辺の産業用地確保に向けた取組を推進
する。

①「現MROでは、航空クラスターの基本戦略Ⅱにおける関連産
業との連携に 向け、技術分野の BPO 化も含めた連携強化を
図っている」現況を（２）の冒頭に付記をお願い致したい。
また、②「ウェアラブル 端末等の IT 技術を活用した情報通信
関連産業との連携も一部進んでいる」との現況も付記されては
どうか。

MRO Japan における「現況」に触れた上で、今後の情報通信
関連産業をはじめとする他産業との連携強化を、今後進めて
いく流れにした方がイメージが付きやすいかと考える。

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。
井口　治 立地

77 4 105 29 -

２年前にＭＲＯジャパンが稼働し、主軸のドッグ整備の業務は
2026年でほぼフル稼働になってくるぐらい順調に進んでいる状
況で、アジアの中でＭＲＯの優位性を高めていくためにはハー
ドの部分の拡張を含めて、エリアも少し別のところを含めてご
検討をお願いしたい。

【原文のとおり】

「施設の拡張」、「施設の充実」については、
今後のクラスター形成の進捗を踏まえながら
検討していく。

井口　治 立地

78 4

10
6

19
0

1

25
-

下地島を空と宇宙に関する日本有数の規制緩和、税制優遇補
助事業のテストベッド・アイランドにしてはどうか。
・下地島を宇宙及び空関係の技術の集積地として世界に発信
することを目的に、沖縄国家戦略特区最大の活用機会である
ことを認識し、次期振興計画の具体化・実現に資することや、
沖縄の課題解決につなげることを目的として下地島エアロス
ペース特区構想を提案したい。
・沖縄は、宇宙港という可能性と特区という強みがある。沖縄ら
しさ、それから沖縄の差別優位性につながる空・宇宙関連の規
制緩和に県の関連部局が横断的に、また積極的にかじを切っ
ていただきたい。

【原文のとおり】

下地島空港における宇宙関連産業の創出と
推進については、P106 １行目～４行目に「離
島空港における航空・宇宙関連産業の展開」
として記載していることや、特区の活用につい
て、P190　25行目～30行目に「臨空・臨港都
市と新たな拠点の形成」として離島エリアを実
証実験の場、テストベッド・アイランドとして、
国家戦略特区制度の積極的な活用等をはじ
め、効果的な規制改革を積極的に推進してい
くと記載している。

花牟礼　真
一

産政
企画
部
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79 4 106 29

□本県とアジアをはじめとす
る海外とのネットワークを活用
した展示会、商談会等のビジ
ネス交流会の誘致や開催支
援等により、海外展開のビジ
ネス交流拠点となる「プラット
フォーム沖縄」の構築に取り
組む

□本県とアジアをはじめとする海外とのネットワークを活用した展
示会、商談会等のビジネス交流会の誘致や開催支援等、競争力
のあるビジネス環境を整備し、海外展開のビジネス交流拠点とな
る「プラットフォーム沖縄」の構築に取り組む

特にビジネス交流拠点の形成について、導入の部分はしっか
り記載されているものの、具体的な施策である②は内容が薄
いように感じた。
②の部分で規制緩和や税制優遇措置についての言及は不要
ではないか。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する
井瀧　史洋 アジア

80 4 106 6 -

Ｅコマースの拠点化はどういうことをイメージしているのか。サ
イト上、いわゆるネット上での拠点にするのか。それとも物流そ
のものをＥコマースに関わる物流拠点、倉庫を沖縄に持ってく
るのかなどということも踏み込んだほうがいいのではないか。
アマゾンやアリババなどの巨大なＥコマースの物流拠点を沖縄
に誘致するというのが一番効果が高いのではないか。

【原文のとおり】

実施計画等で対応していく。

花牟礼　真
一

アジア

81 4 106 6 -
沖縄における地域商社の方々は、比較的積極的に活用されて
いることから、与信的なものも含めて彼らをバックアップするこ
とができれば、沖縄の産業の育成につながる。

【原文のとおり】

P10４_9行「物流コスト低減に向けた国際航
路・空路拡充の取組及び物流対策」
P106_29行「アジアをつなぐビジネス交流拠点
の形成」の中で説明していることから原文の
とおりとする。

花牟礼　真
一

アジア

82 4 106 6 -

アジアをつなぐビジネス交流拠点の形成というのは非常に重
要。国際ビジネス交流拠点の形成ということに関しては、製造
業などと違い、まずは空港のごく近い那覇市内、臨空地域に何
らかの実体のあるものをつくっていくことが必要。

【原文のとおり】

P106_6行
基本施策3(4)ウ「 県内事業者の海外展開促
進とビジネス交流拠点の形成」の中で説明し
ていることから原文のとおりとする。

稲垣　純一 アジア

83 4 106 10

□また、那覇空港の豊富な航
空ネットワーク、港湾や中心
市街地との近接性等の強みを
生かし、那覇空港の周辺地域
に、国際的に活躍する企業や
人材等の集積、国内外からの
民間投資やイノベーションの
創出等を促進する規制緩和
や税制優遇措置等により、競
争力のあるビジネス環境を整
備し、国内外の企業にビジネ
スの場や機会を提供すること
で、国際的なビジネス交流拠
点を形成する必要がある。

□またビジネス交流拠点の形成については、那覇空港の周辺地
域に、豊富な航空ネットワーク、港湾や中心市街地との近接性等
の強みを生かし、国内外の企業にビジネスの場や機会を提供す
る競争力のあるビジネス環境を整備し、国際的なビジネス交流
拠点を形成する必要がある。

修飾文が長く、趣旨が見えにくくなっているため、倒置して施策
の骨格を明瞭にするため。

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。
稲垣　純一 アジア

84 4 106 29
②アジアをつなぐビジネス交
流拠点の形成

106_29行目
②アジアをはじめとする海外をつなぐビジネス交流拠点の形成

．アジアのみならず、世界各地でコミュニティーを形成する沖縄
の移住者との経済交流の促進（貿易）も海外展開政策として重
要ではないか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】

左案のとおり修正する

玉城　秀一
（総合部会
より申し送
り）

アジア
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85 4 106 30

□本県とアジアをはじめとす
る海外とのネットワークを活用
した展示会、商談会等のビジ
ネス交流会の誘致や開催支
援等により、海外展開のビジ
ネス交流拠点となる「プラット
フォーム沖縄」の構築に取り
組む。

□本県とアジアをはじめとする海外とのネットワークを活用した展
示会、商談会等のビジネス交流会の誘致や開催支援等、競争力
のあるビジネス環境を整備し、海外展開のビジネス交流拠点とな
る「プラットフォーム沖縄」の構築に取り組む

元の文面では、プラットフォーム沖縄＝展示会、商談会中心の
交流拠点と捉えられかねないと思い、以下の例のように、肉付
けをした方が良いと思料する。

『人、モノ、情報が相互に行き交う交流拠点であり、新たなビジ
ネス、価値、イノベーションを生み出す創造拠点「プラットフォー
ム沖縄」の構築に取り組む。
「プラットフォーム沖縄」はハードとソフトの両方の機能を備え、
県内事業者を含む国内外事業者間の情報交流、マッチング機
会創出、協業・連携等を推進する。』

「プラットフォーム沖縄」の実現にあたっては、コンセプトに記載
されているとおり、いかにその場所に企業にとって有益な情
報、人、モノが集まるかがポイントになると思う。
そのためには企業の集積、発展、成熟も不可欠ですし、それを
実現させるための施策が重要だと考える。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する
井瀧　史洋 アジア

86 4 107 12

OISTは研究、知的財産、起業
家育成の三つの戦略分野を
基にイノベーション、教育、研
究の分野で卓越した業績を残
し、大学の基本理念にある、
国際的に卓越した科学技術に
関する教育及び研究を実施す
ることにより、本県の自立的発
展と、世界の科学技術の向上
に寄与する。

世界の科学技術の向上に寄与することが期待されている。

　本頁P5～34の流れの中で、ここは表現意図が明確に伝わっ
てこない。この表現では、次の4点に解釈できる。
①寄与することを推進している
②寄与することを目的としている
③寄与することが期待されている
④寄与するべきである
　①が妥当と思われる。

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。
山城　博美 科学

87 4 108 30

② 研究成果等の知的財産
化・技術移転の推進
□ 研究成果等の技術移転に
ついては、優れた研究開発成
果を産業に結び付けるため、
産学官金連携による研究開
発の促進や担い手となる県内
企業の研究開発力向上、地
場産業の高度化等に一体的
に取り組む。

②研究成果等の知的財産化・技術移転の推進
□研究成果等の知的財産権制度の活用や技術移転について
は、優れた研究開発成果を産業に結びつけるため、産学官金連
携による研究開発の促進、大学等がもつ研究シーズの活用、担
い手となる県内企業の研究開発力向上、地場産業の高度化等
に一体的に取り組む。

沖縄のアカデミアの質は決して低くはない。問題は、これを徹
底的に開拓し、知的財産権にし産業界へつなげるTLO機能の
低さである。
沖縄TLOの再構築と機能強化を行い、主体的に大学の研究
Seedsを民間企業にライセンスし、スタートアップ支援までもカ
バーすると明記すべき。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

　左案のとおり修正する
山本　貴史 科学

88 4 107 26 -
東京大学がソフトバンクと連携して進めている次世代のAIラボ
やＣＩＰ制度（昔の技術研究組合）の仕組みは琉球大学でも沖
縄県でもできることなので、すぐに具体策を考えたほうがいい。

【原案のとおり】

委員意見については具体的な取組を検討す
る際の参考とし、素案は原文のままとする。

山本　貴史 産政
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89 4 107 31
産業の高度化の促進及び社
会課題の解決に向けて取り組
むことが課題である。

-

｢課題｣が重複しているため、以下の通り修正願う。

産業の高度化の促進及び社会課題の解決に向けて取り組む
必要がある。
　　又は
ことが求められる。

【原案のとおり】

　新たな振興計画（素案）の記載形式として、
基本施策リード文最後の２段落は、「～課題
である。」「～取り組む。」で統一されているこ
とから、原文とおりとする。
　なお、当該文章で使用する、「社会課題の
解決」は、一つの用語として使用している。

山城　博美 科学

90 4 107 5

基本施策３(5)科学技術イノベー
ションの創出と次世代を担う持続
可能な産業の振興

P107、5行目～34行目

□科学技術イノベーションを創出し、持続可能な産業の振興につなげ
ていくためには、OIST、琉球大学、名桜大学、国立沖縄工業高等専門
学校（以下、「沖縄高専」）等の研究成果を実用化・事業化へとつなげ
ていくことが重要である。そのため、大学等、研究機関、支援機関（科
技センター、産業振興公社等）、企業、金融機関等の各主体が有機的
に連携し、絶え間なくイノベーションが創出されるイノベーション・エコシ
ステムの構築を促進する必要がある。
□OISTの国際的に卓越した基礎研究や、琉球大学、沖縄高専等の優
れた研究成果を県内企業や県民により一層フィードバックしていくた
め、OIST等が進める感染症対策、創薬、ワクチン開発等に繋がる基礎
研究やこれまでの研究成果を活用した感染症分野等に関連する取組
等を促進する必要がある。
□「健康」は計画の目標の一つである県民の幸福感を高める重要な要
素である。そのため、本県の食文化を始め、本県独自の素材を活かし
た健康・長寿に寄与する調査・研究を促進する必要がある。
□ 産学官金の有機的連携による相乗効果の発揮など、科学技術を活
用し、新たな付加価値を創造するイノベーション型経済への転換を図
るとともに、次世代を担う持続可能な産業の創出と振興を目指す。
□  先端技術等の研究成果を駆使し、絶え間ないイノベーションが創
出される仕組みを構築するとともに、研究開発、事業化等の各段階の
ニーズに応じた効果的支援を行い、産業の高度化の促進及び社会課
題の解決に向けて取り組むことが課題である。
□ このため、OIST 等を核としたイノベーション・エコシステムの構築、
バイオテクノロジーを活用した産業化の促進に取り組む。

107ページの文章は抽象度合いが違っているところがあるので、再
検討いただきたい。

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。

山本　貴
史

科学

91 4 109 3
（前略）産業財産権の創造・保
護・活用に向けた普及啓発に
取り組む。

（前略）知的財産の創造・保護・活用に向けた普及啓発に取り組
む。

権利化しない知的財産（営業秘密等）もあろうかと思うため。
【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

　左案のとおり修正する
井瀧　史洋 科学

92 4 109 6
大学発ベンチャー等の創出促
進

-

「沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業」は、日本の
自治体で唯一実施されている県主体のGAPファンドであり、非
常に優れた事業である。文部科学省も注目しており、これを継
続・強化することが、ベンチャー起業促進につながると思われ
るので、沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業の継続
と強化をお願いしたい。

【原文のとおり】

　沖縄科学技術イノベーションシステム構築
事業については、素案の「施策①OIST等を核
とした共同研究の推進」（108頁21行）を推進
していくための事業として位置づけていること
から、原文のとおりとする。
　なお、本事業については、今後も継続して
いくとともに、事業も強化していきたいと考え
ている。

山本　貴史 科学

93 4 109 12
ベンチャーキャピタルや産業
振興公社によるハンズオン支
援

109頁　12行
ベンチャーキャピタルや産業振興公社等によるハンズオン支援

ハンズオン支援については近年、ＩＳＣＯも数多く手掛け成果を
出ている

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。
稲垣　純一 産政
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94 4 109 12
有望なベンチャー企業に対し
ては、（後略）

有望なベンチャー企業等に対しては（後略）

部会で議論する話ではないですが、実際の支援のターゲットは
誰なのか、ベンチャー企業とスタートアップをどのように定義づ
け、位置づけるのか、必要に応じ整理した方が良いかと思いま
した。例えばP112に記載されている施策は全てスタートアップ
が対象となっている。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

　左案のとおり修正する
井瀧　史洋 科学

95 4 109 15 -

市町村との連携なしにその解決は難しくなるので、素案でも市
町村という表現は他でもいろいろ組み込んでいるとこともある
ので、社会課題に貧困等の直接産業振興に関わらないものも
含めるのであれば、市町村も連携先に記載したほうがいいの
ではないか。

【原文のとおり】

　意見にあるとおり、社会課題の解決に向け
ては、市町村も含め、あらゆる機関・組織等
の関与が必要だと考えている。
　そのため、施策④「「社会課題解決型プロ
ジェクトの創出支援」の文章中には、「SDGｓ
の観点を踏まえた新しい形の産学官金連携
による社会課題解決に向けた体制の構築に
取り組む（109頁、21,22行）」と記載しており、
「産学官金」の中に市町村も位置づけている
ことから、原文のとおりとする。

本村　真 科学

96 4 109 24 -

製造業に関しては従来から定義の問題がある。
日本標準産業分類でいうと、卸売りをした場合には製造業に分
類され、製造したものを自社店舗などで販売する場合には製
造小売業になって小売業に分類されるということで、同じ製造
をするにも関わらず、特区税制が使える製造業と使えない製造
業が出てくるという問題点がある。
製造業そのものが、小売業であれ、卸売業であれ、平等に適
用できるように働きかけをしていただきたい。

【原文のとおり】

 ご指摘の点については、今後、具体的な事
例等を踏まえながら検討していく。

鈴木　和子 立地

97 4 110 32 -
沖縄県も様々な支援機関があるが、これが非常に弱い。起業
家がもっといい形で進んでいくように、部局間も連携して進めて
いただきたい。

【原文のとおり】

頂いたご意見につきましては、P112、22行目
において、「③スタートアップ等と大手企業・
金融機関・研究機関・大学等との連携促進」
において、反映されている。

古波津　昇 産政
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98 4 110 33

⑹ 沖縄の優位性や潜在力を
生かした新たな産業の創出
P110,33行～P111、27行を修
正

P110　将来像３(6)沖縄の優位性や潜在力を生かした新たな産業の創出の
リード文について以下のとおり修正
□広大な海域を有し国内で唯一亜熱帯海洋性気候に属する本県は、地理
的・自然的特性により、多様な生物資源等が豊富に存在している。このような
生物資源等を活用した先端的な研究・技術開発を拡充するとともに、島しょ地
域の地理的・経済的な隔離性等を生かし、健康・医療・バイオ関連や環境、交
通・物流、金融等の様々な分野において、規制のサンドボックス制度等を活
用した本県を実証フィールドとする新たな事業や技術等の創出を促進する必
要がある。
□アジアへの近接性を生かした新たな産業が集積しつつあり、先端加工産業
やバイオ・医療関連産業など、高付加価値産業の集積を加速させるととも
に、本県の持続可能な発展につながる新たな産業の創出を促進する必要が
ある。
□第４次産業革命の推進によるSociety5.0の実現や、産業の国際競争力向
上を図る上で、革新的な技術やビジネスモデルで世界に新しい価値を生むス
タートアップ企業は重要な存在であることから、大手企業や投資家、大学、自
治体等の各主体が連携することにより、継続的にスタートアップやベンチャー
企業等が生まれ成長しやすい仕組みや環境づくりを推進し、スタートアップ・
エコシステムの強化を図る必要がある。
□既存産業と新たなファクターとの有機的連携等による相乗効果の創出及び
発揮を通じて、本県の持続可能な発展につながる新たな産業の創出を目指
す。
□沖縄独自の様々な資源やソフトパワーなど、比較優位性や潜在力を戦略
的に活用し、新事業・新産業が創出される環境を整えることが課題である。
□このため、スタートアップの促進、SDGsに資するビジネス展開の促進、沖
縄のソフトパワーを生かした新事業・新産業の創出に取り組む。

新たな産業の創出のため、スタートアップ・エコシステム構築の
必要性に賛同するが、リード文の中でその必要性に触れた箇
所、内容として同じようなものが複数あり重複している。文面、
内容を整理することで県民が理解しやすくなると考える。
このため、エコシステム構築の必要性に触れた箇所が複数あ
り、整理が必要ではないか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】

左記のとおり修正 稲垣　純一 産政

99 4 112 4
スタートアップが継続的に生
まれる仕組みの構築

スタートアップエコシステムの構築
１１１頁でスタートアップエコシステムの内容を説明しているた
め、重複を無くし、「スタートアップエコシステムの構築」と記載
した方が良い。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する
稲垣　純一 産政

100 4 112 13
～大学等の技術シーズを活
用したスタートアップ企業の支
援に取り組む。

～大学等の技術シーズを活用したスタートアップ企業の研究開
発、技術実証の支援等に取り組む。

大学等の技術シーズをビジネスに繋げていくためのは、コスト
ダウン等様々な研究開発課題だけではなく、実証フィールドで
の検証が必須である。
しかし、スタートアップ企業は体制等が脆弱であるため、多額
の費用等を要する研究開発・技術実証が成長のネックとなって
いる。そのため、支援の中でも特に重要と考えられる「研究開
発、技術実証」を記載したほうが良いと考える。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する
稲垣　純一 産政

101 4 112 16

□本県はもとより我が国にお
いてもユニコーン企業の出現
が少ない状況にあることから、
ベンチャーキャピタル等を含
め、革新的な技術やビジネス
モデルで世界に新しい価値を
生むスタートアップ企業の創
業、短期間での成長を促す支
援体制の強化に取り組む。

□本県はもとより我が国においてもユニコーン企業の出現が少
ない状況にあることから、金融機関・ベンチャーキャピタル・産業
支援機関等が参加するコミュニティを形成し、革新的な技術やビ
ジネスモデルで世界に新しい価値を生むスタートアップ企業の創
業、規制緩和を活用した誘致等、短期間での成長を促す支援体
制の強化に取り組む。

なぜ沖縄を選ぶのかというところが１つポイントになるのではな
いか。エコシステムについては、その一番基になるスタートアッ
プが来たいと思うきっかけがない限りは回っていかない。
１つは規制緩和。大手企業や先端企業のオープンラボなどが
出てくると、それを使ったスタートアップが集積してくる可能性
がある。スタートアップそのものの支援も大事だが、そのきっか
けを呼び込む、例えばオープンラボをどんどん誘致するための
施策やそういう起点の支援がまず必要。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する

花牟礼　真
一

産政
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102 4 112 18

ベンチャーキャピタル等を含
め、革新的な技術やビジネス
モデルで世界に新しい価値を
生むスタートアップ企業の創
業、短期間での成長を促す支
援体制

金融機関・ベンチャーキャピタル・産業支援機関等が参加するコ
ミュニティを形成し、革新的な技術やビジネスモデルで世界に新
しい価値を生むスタートアップ企業の創業、規制緩和を活用した
誘致等、短期間での成長を促す支援体制

スタートアップ企業の成長には、金融機関・ベンチャーキャピタ
ル・産業支援機関等が参加するコミュニティの形成が必要であ
る。また、短期間での成長を促すためには、規制緩和によるス
タートアップビザ等の取組が必要である。
そのため、どのような支援体制を構築するのか具体的に記載
したほうが良いと考えられる。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する
稲垣　純一 産政

103 4 112 22

③ スタートアップ等と大手企
業・金融機関・研究機関・大学
等との連携促進
□ スタートアップ・エコシステ
ムの構築に向けて、起業家・
スタートアップと業務提携や共
同研究、出資等の相手となる
大手企業・研究機関・大学・投
資家・金融機関等との連携促
進に取り組む。

Ｐ112　23行目
□スタートアップ・エコシステムの構築に向けて、国内外の起業
家・スタートアップと業務提携や共同研究、出資等の相手となる
大手企業・研究機関・大学・投資家・金融機関等との連携促進に
取り組むとともに、アジアのダイナミズムを取り込むため、海外の
支援機関等との連携を推進する。

「アジアのダイナミズムを取り込む」ことにより沖縄の振興を図
る手段は「臨空・臨港型産業の集積」以外にも種々存在する。
第１章（総説）で力強く提唱しているにもかかわらず第４章-３
（希望と活力にあふれる豊かな島を目指して）での記載に乏し
い。
経済政策中の他分野の記述（たとえばスタートアップ支援な
ど）にもう一カ所、「アジアのダイナミズムを取り込む」という表
現を繰り返すことにより、計画全体から文字通りの「ダイナミズ
ム」を感じさせることができるのではないか。

また、スタートアップに県境は存在せず、県内に閉じたような表
現では成功が望めない。県外の起業家も投資家も一目置くよ
うなスタートアップの拠点として沖縄を位置づけ、促進を図る必
要がある。
よって、ア（スタートアップの促進）には①から④の小項目が含
まれているが、これに加えて「スタートアップ支援の拠点化」を
加え、国内外とのネットワークの構築に道を開いていただきた
いて頂きたい。

さらに、沖縄とアジアの関係を考える上で台湾の存在はきわめ
て大きく、また特徴的であることを示すため、沖縄振興の「優位
性や潜在力」を具体的に示し、また一層の発展を期すために
「台湾」の文言を盛り込んだ表現にしてはどうか。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する
稲垣　純一 産政

104 4 112
注
釈

注釈部分
ユニコーン企業とは、創業10
年未満で時価総額10億ドルを
超える企業。

ユニコーン企業とは、創業10年未満で時価総額10億ドルを超え
る未上場の企業

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する
井瀧　史洋 産政

105 4 113 15 追加 -

113 イ で触れられている「SDG’sの推進」は正にその通りであ
り、行政機関だけの対応ではなく企業も含めた対応が必要と考
えている。特に①で言われている、「社会的価値」と「経済的価
値」の同時創造を行うべくESG経営を推進し、本業を通じて
SDGsに貢献することを、各企業体が目指していくことが、沖縄
には求められていると思う。
より実効性を持たせるために、例えば沖縄で県財政を活用す
る公募事業に応募する場合は、事業者のESG推進度合を審査
対象にするなど、事業運営に欠かせない要素にする考え方も
あると考える。
よって、企業にSDG's推進の実効性を持たせるために、県財政
を活用する公募事業に応募する場合などの縛りを設けるなど
の施策を講じてはどうか。

【原文のとおり】

企業・団体のSDGs推進を促進する仕組みに
ついては、検討することとし、素案については
原文のままとする。

井口　治
企画
調整
課
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106 4 114 5
【追加】
ウ　沖縄のソフトパワーを生
かした新事業・新産業の創出

1998年策定の沖縄県マルチメディアアイランド構想以来この分
野への取り組みが続けられており、現在は情報産業の振興と
いう観点から「沖縄にふさわしい産業」として取り組みを続ける
必要があると考える。
また、アジアとの関係を考えてもマンガ、アニメ、ゲーム、ｅス
ポーツ、劇場用映画、バーチャルツアー、医療分野などが有望
で、他産業の「稼ぐ力」を支える意味からも県による振興が望ま
しい。
このためウ（沖縄のソフトパワーを生かした新事業・新産業の
創出）にも①から④の小項目に「映像・コンテンツ産業の集積・
高度化」を追加してはどうか。

【検討中】

委員意見を踏まえて文案を修正する。
稲垣　純一 情報

107 4 114 17 追加 -

琉球舞踊や組踊は、単体での取り組みではなく歴史背景、食・
國酒とのパッケージでの人材育成や環境整備を進めるべき。
琉球舞踊、組踊など大変貴重な文化資源があり、県民にはそ
の活動が日常で知れ渡っているが、海外（訪日客）に対しては
十分に浸透していないと感じる。
観光振興に近い意見になるが、琉球舞踊や組踊単体での訴求
ではなく、歴史背景、食・國酒（泡盛）などとパッケージで訴求を
した方が欧米人に対しては効果的だと思うし、人材育成や環境
整備についても同様の視点が必要だと思う。

【文化・観光スポーツ部会へ申し送り】 井口　治

108 4 115 2 追加 -

伝統的な生活習慣や食文化の担い手としての県民の率先した
行動化を記載してはどうか。
上記とも連動しますが、琉球の食文化も歴史背景、文化芸術、
國とのパッケージ組立が必要と考える。
加えて、県民が6次振興計画の期間に、健康・長寿を意識し琉
球食文化にシフトし、長寿県復活など実績回復を果たす必要
があると思う。より内地の方々をはじめ訪日旅客への何よりも
訴求力になる。

【文化・観光スポーツ部会へ申し送り】 井口　治

109 4 125 13 -
沖縄型の事業、沖縄でも熱帯を経験した中で、様々なことを
行っていこうという企業が芽出しをされている。データ管理も含
めて進めるための産業技術総合研究所の誘致が必要。

【原文のとおり】

産総研の誘致のためには、県内企業のニー
ズや連携の実績を積み上げていく必要があ
るため、構築した体制を活用し、引き続き県
内企業への支援に取り組んでいく。ついて
は、原文のとおりとする。

古波津　昇 もの

110 4 125 21

□製造業の集積に向けては、
企業の初期投資や設備投資
に係る助成制度の検討、創・
操業支援体制の強化等に取
り組む。

□製造業の集積に向けては、企業の初期投資や設備投資に係
る助成制度の充実、創・操業支援体制の強化等に取り組む。

・現在の賃貸工場等の施設設備、固定資産取得費用等の助成
制度を更に充実させるため。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
古波津　昇

もの
立地
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111 4 125 23

②　ものづくり産業振興のた
めの環境整備
□ 県内産業の振興及び持続
的発展を図るため、老朽化し
た工業用水道施設の計画的
な更新・長寿命化及び耐震化
に取り組む。

□県内産業の振興及び持続的発展を図るため、老朽化した工業
用水道施設の計画的な更新・長寿命化及び耐震化に取り組む。
また、電気の安定的かつ適正な供給の確保を前提に再生可能エ
ネルギー等を活用した電力供給方式の推進を図る。

「②ものづくり産業振興のための環境整備」の記述項目として
電力エネルギー料金低減に係る記述が見られない。産業振興
のためには、電力エネルギー料金の低減に関する記述を追加
すべきである。県内製造業を振興するためには電力エネル
ギー料金の低減が重要であるため。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
千住　智信 産政

112 4 125 30 追加
□　県内製造業の高度化、生産性向上を図るために、沖縄県工
業技術センターにおいて、IoT・AIの活用等、多様化及び高度化
する製造業の技術ニーズに対応できる体制づくりに取り組む。

・技術は日々進展していく状況の中で、工業技術センター新し
い技術を柔軟に受け入れる体制づくりに変えていくため。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
古波津　昇 もの

113 4 125 33

□県内企業連携や国内外企
業とのネットワークを構築し、
県内における生産体制の強
化に取り組む。

□ものづくり産業への支援を図るため、国際物流拠点産業集積
地域の「素形材産業振興施設」を主要エリアとする「ものづくり拠
点」として業界連携による事業の実施や産学官連携による支援
体制の構築に取り組む。

・原文の「県内企業連携や国内外企業とのネットワークを構築」
では充分でなく、より広範な領域を含む表現とした。
・修正した文書は「沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計
画)等 総点検報告(頁551)に記載有り。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
古波津　昇 もの

114 4 126
25

□泡盛については、県外を主
要市場に見据えつつ、海外市
場やインバウンド市場を視野
に入れた商品開発等のマー
ケティング力強化に取り組む。

□泡盛等については、県外を主要市場に見据えつつ、海外市場
やインバウンド市場を視野に入れた商品開発等のマーケティン
グ力強化に取り組む。

県産品の海外市場における販路開拓や県産品の消費促進の
ために泡盛が提示されているが、県内におけるアルコール製
品は泡盛だけでなく、ビールやラム酒も生産・販売されている。
これらの製品の販売拡大や消費促進を進める必要もあるた
め、少なくとも「泡盛等」のような表現を用いるべきである。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
千住　智信 もの

115 4 126 25

泡盛については、県外を主要
市場に見据えつつ、海外市場
やインバウンド市場を視野に
入れた商品開発等の（後略）

泡盛については、県外、海外及びインバウンド市場をターゲットと
した商品開発等の（後略）

琉球泡盛の海外展開は既に取り組まれていること、日本のア
ルコール市場は縮小傾向にあるなか敢えて県外のみを主要市
場とするのは流れに沿えていないと思われることから、以下の
とおり提案する。
「泡盛については、県外および海外市場やインバウンド市場を
ターゲットとした商品開発等の（後略）」

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
井瀧　史洋 もの

116 4 126 25 -

泡盛の海外展開に関しては、内閣府、沖縄総合事務局、国税
事務所や我々ＪＥＴＲＯ沖縄としても既に取り組んでいるところ。
このため、沖縄県では何が足りてないのかを整理して施策に
盛り込んでいただきたい。

【原文のとおり】

　素案での追記等は行わず、委員の意見を
踏まえ、実施計画に施策を盛り込んで行く。

井瀧　史洋 もの
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117 4 126 25 -

泡盛産業についても、製造とか、それを貯蔵する仕組み、それ
に対する一部ファンド的に買い上げて古酒を作っていく制度、
古酒の郷というのがうまくいってないため、しっかりフォローして
いく仕組み、競争力をつけられるのかという上では、瓶の製造
等も研究の１つの課題となってくるのではないか。

【原文のとおり】

　素案への追記等はなし。委員のご意見のと
おり瓶の製造について業界関係者と意見交
換を行う。

古波津　昇 もの

118 4 127 8

□泡盛の消費拡大に向けて
は、継続的なプロモーションの
実施、多様化する消費者嗜好
に対応した商品開発、販売促
進及び情報発信に取り組む。

□泡盛等の消費拡大に向けては、継続的なプロモーションの実
施、多様化する消費者嗜好に対応した商品開発、販売促進及び
情報発信に取り組む。

県産品の海外市場における販路開拓や県産品の消費促進の
ために泡盛が提示されているが、県内におけるアルコール製
品は泡盛だけでなく、ビールやラム酒も生産・販売されている。
これらの製品の販売拡大や消費促進を進める必要もあるた
め、少なくとも「泡盛等」のような表現を用いるべきである。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
千住　智信 もの

119 4 135 13

□求職者等への支援につい
ては、「グッジョブセンターおき
なわ」における生活から就職
までのワンストップ支援や地
域の特性等に応じたマッチン
グ機会の提供など、求職者等
のニーズに沿ったきめ細かな
支援に取り組むとともに、産業
振興や働きやすい環境づくり
等により多様な雇用機会の確
保を促進する。

□求職者等への支援については、「グッジョブセンターおきなわ」
における生活から就職までのワンストップ支援や、地域の特性等
に応じたマッチング機会の提供など、求職者等のニーズに沿った
きめ細かな支援のほか、ハローワークや福祉分野等の関係機関
と連携し、就職困難者等の生活の安定と就職のための支援に取
り組むとともに、産業振興や働きやすい環境づくり等により多様
な雇用機会の確保を促進する。

貧困率の高い県内に於いては、国の就職困難者・就労困難者
の支援制度や事業だけでは十分ではない現状と、新たな沖縄
振興計画の理念であり、施策展開の基本方向である「誰ひとり
取り残すことのない優しい社会」を実現するための重要施策と
して、「就職困難者および就労困難者への支援強化」を位置づ
け、計画に明記が必要だと考える。

現行「沖縄21世紀ビジョン基本計画」（平成24～33年度）では、
基本施策3－⑽　雇用対策と多様な人材の確保施策展開　ア
雇用機会の創出・拡大と求職者支援において、就職困難者等
への支援に関する以下の方針と取組が明記されていた。
「求職者の支援については、若年者・中高年者及び女性など
各階層に応じた職業紹介、相談サービス、職業訓練等の活用
促進に加え、就職困難者や離職を余儀なくされた方への生活
安定や就職のための支援の充実を図ります。」
一方、「新たな振興計画（素案）」においては、就職困難者ある
いは就労困難者に関する記述がなくなっているため。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する

岡野　みゆ
き
（福祉保健
部会より申
し送り）

雇用

120 4 136 4 基本施策3（11）ア④に関し -

外国人材の受け入れ環境の整備のための施策として、企業向
けのセミナー、就労支援、定着支援、言語・技術研修が挙げら
れているが、これらに加え、誰もが安心して暮らせる多文化共
生社会の構築（文化観光スポーツ部会関連）を施策に追加す
べきと考える。
多文化共生社会の構築は外国人材受入のベースとなるもので
あるため。外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議に
よる「外国人材の受入れ・共生のための総合的対策案（令和3
年度）」でも、「地域における多文化共生の取り組みの促進・支
援」として、「JICAとの連携による地方自治体やNPO等の共生
社会の構築に向けた取り組みの推進」が施策としてあげられて
おり、弊機構も積極的に取り組む予定。

【原文のとおり】

多文化共生社会の構築は外国人材の受入
環境の整備の観点からも非常に重要であり、
関係部局等とも連携し取り組んでいきたいと
考えているが、多文化共生社会の構築につ
いては、４－(２)－イに施策展開として位置づ
けられていることから原文のとおりとする。

倉科　和子
（文化観光
スポーツ
部会より申
し送り）

雇用
労政
文ス
ポーツ
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121 4 136 10

④外国人材の受入環境の整
備
人口減少や労働力不足が進
む中、日本国内で就業する外
国人に対し、言語、技術研修
を行い人手不足分野で就業さ
せる取組を促進するとともに、
国内に定住する外国人材の
就労支援を推進する。

-

外国人材の受け入れについては、人手不足分を補うという視
点から記載されているが、沖縄がグローバルに発展していくた
めには、海外から専門的な技術を持つ高度人材を受け入れて
いく必要がある。

【原文のとおり】
同施策では、人手不足の解消や産業振興に
必要な外国人材の受入を推進する観点から
の取組を記載しており、専門的知識や技術を
求められる分野や、外国語のスキルを求めら
れる分野等においても外国人材の受け入れ
を促進したいと考えている。

渕辺　美紀
（学術人づ
くり部会よ
り申し送
り）

雇用
労政

122 4 136 10

□人口減少や労働力不足が
進む中、日本国内で就業する
外国人に対し、言 語、技術研
修を行い人手不足分野で就
業させる取組を促進するとと
もに、国内に定住する外国人
材の就労支援を推進する。

□人口減少や労働力不足が進む中、日本国内で就業する外国
人に対し、沖縄においても言語、技術研修を行い人手不足分野
で就業させる取組を促進するとともに、国内に定住する外国人材
の就労支援を推進する。

急に日本国内の話題となり唐突感があったため。
【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
井瀧　史洋 労政

123 4 136 14

⑤　駐留軍等労働者の雇用
対策の推進

駐留軍等労働者については、
大規模な駐留軍用地の返還
の前に就労状況や意向等を
把握するとともに、十分な期
間を確保し、配置転換等に向
けた技能教育訓練や離職前
職業訓練の推進を図る。
また、離職を余儀なくされる駐
留軍等労働者については、
国、県、関係団体の連携の
下、各種支援を推進するほ
か、沖縄駐留軍離職者対策セ
ンターを活用した再就職の促
進など、離職者対策に取り組
む。

駐留軍等労働者の雇用の安定を図るため、返還合意後速やか
に、就労状況や意向等を把握するとともに職業訓練等に十分な
期間を確保し、配置転換等に向けた技能教育訓練や離職前職
業訓練の一層の充実を図る。
また、離職を余儀なくされる駐留軍等労働者については、国、
県、関係団体の連携のもと離職者に対する給付金の支給、職業
訓練、就職指導等の各種支援措置を推進するほか、（一財）沖
縄駐留軍離職者対策センターを活用し、離職者の再就職を促進
するなど、離職者対策に取り組む。

136頁の内容は、21世紀ビジョン基本計画の内容とほぼ一緒で
あり、駐留軍基地の整理・縮小を求めるのであれば駐留軍等
労働者の雇用不安の払拭を図らなくてはならない。「大規模な
駐留軍用地の返還の前に・・」の表現だと日米合意の存在が感
じられず責任の所在が曖昧になり、駐留軍等労働者の雇用に
関するプロセスが抜け落ちている感を否めない。
雇用関係において重要な点は、日米で返還合意を締結した
後、速やかに防衛省・防衛局や関係都県、市町村と雇用対策
を協議しなくてはならない。
21世紀ビジョン基本計画等総点検報告書（素案）の課題と対策
に記載がある通り米軍再編によって県が大規模な基地返還に
向けて取り組むのであれば、第一優先として雇用確保に向け
た対応をすべきである。そのためには沖縄駐留軍離職者対策
センターの活用が不可欠なため、修正・修文を求める。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。

東盛　政行
（審議会委
員
連合沖縄）

労政
雇用

124 4 136 30
① 柔軟な働き方の推進のた
めの環境整備

「ワーケーション」は幅広い可能性を有する概念である。この文
言を上位項目に記述することが適当ではないか。

イ-①（柔軟な働き方の推進のための環境整備）の文中に
「ワーケーション」の文言があり、本素案では他に見られないよ
うである。
この用語は観光振興、企業誘致、新産業育成、アジアとの協
業推進から脱一極化に至るまで多くの領域の変革をもたらす
幅広い可能性を有する概念である。従って、より上位の項目の
記述中に初出させることが適当ではないか。

【文化観光スポーツ部会へ申し送り】 稲垣　純一 労政
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125 4 136 31

イ①柔軟な働き方の推進のた
めの環境整備
テレワーク、フレックスタイム
制、ワーケーション等の多様
な働き方の促進

-
（意見）
・経済的に対応困難な中小零細企業の事情に配慮した表現に
していただきたい。

【原文のとおり】

業種や企業の規模により、テレワーク等の導
入のしやすさに差があることは承知している。
テレワーク等の導入に必要な機器整備の助
成や就労規則を変更するための専門家派遣
支援等により、柔軟な働き方に意欲的な中小
企業がテレワーク等を導入できるよう取り組
むことから原文のとおりとする。

鈴木　和子 労政

126 4 136 25
イ　多様な働き方の促進と働
きやすい環境づくり
【追加】

□　正規雇用の促進を図る一方で、自らの意思で非正規雇用を
選択する労働者もお り、非正規雇用労働者が働きやすく、また
働き続けられる職場環境を整備を図る。

（意見）
・非正規雇用には、事業者の事情と雇用労働者が正規雇用を
望まない場合の２つの側面があることを明記するべき。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】
左記のとおり修正する。

鈴木　和子
雇用
労政

127 4 138 18
生徒学生が、アルバイトや就
職活動～

生徒や学生が、アルバイトや就職活動～
学校教育法では小学生は「児童」、中高生は「生徒」、高等教
育を受けている大学生などは「学生」と呼び名が明確に分かれ
ているので生徒と学生は明確に区切るべきだと思う。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】

左案のとおり、修正する。
上原　啓司 労政

128 4 138 16
イ、女性が活躍できる環境づ
くり

-

働く女性の悩みは、仕事と家族的責任（家事・育児・介護だけ
ではない）の重さ、そして女性の能力を活かせるかどうかは職
場のトップの姿勢次第である。社会全体での働き方改革とあら
ゆるハラスメント（セクハラ、パワハラ、マタハラ等）に対する啓
発や職場環境、更に性的マイノリティーへの対処なども入れ、
男女共同参画基本法や女子差別撤廃条約の精神により、もっ
と積極的に女性の活躍、ジェンダー平等の方針を考慮してほし
い。

【原文のとおり】

3-(11)-エでは、男女分け隔てなく仕事と家庭
の両立することや女性の就業継続のため事
業主、従業員双方への意識啓発やハラスメン
ト防止啓発等女性に特化した施策展開を行っ
ていることから、原文のとおりとする。
委員のご意見については、2-(5)-アにおいて
記載。

大城　貴代
子
（審議会委
員
おきなわ
女性財団
理事長）

労政
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129 4 138 32 【追加】

【138頁32行～34行】
エ　女性が活躍できる環境づくり
□　女性の活躍は、労働力の確保やディーセントワークの観点だ
けでなく、女性目線による商品・サービスの開発や社会課題解決
の取組など、稼ぐ力の向上やソーシャルイノベーションを推進し、
社会の成長を牽引することが期待される。
□　自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性
がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍する
ことができる社会を実現するため、次に掲げる施策を推進する。

「稼ぐ力」の発揮に向けて、積極的な女性の登用といった趣旨
での記載を入れるべき。
P84の29行目で女性活躍の推進も含めて稼ぐ力の強化の視点
として挙げているにも関わらず、内容に含まれていない。
(11)誰もが安心して働ける環境づくりの中で「女性が活躍でき
る環境づくり」のパートはありますが、安定的な雇用や、能力発
揮の環境づくりのパートと認識している。
「稼ぐ力」での女性活躍とは、より女性の視点での企画・マーケ
ティング・販促といった要素において積極的に女性を登用する
ことだと感じる。そうした観点で「稼ぐ力」の発揮に向けて、積極
的な女性の登用といった趣旨での表現にしてはどうか。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
井口　治 マーケ

130 4 138 32 【追加】

【138頁32行～34行】
エ　女性が活躍できる環境づくり
□　女性の活躍は、労働力の確保やディーセントワークの観点だ
けでなく、女性目線による商品・サービスの開発や社会課題解決
の取組など、稼ぐ力の向上やソーシャルイノベーションを推進し、
社会の成長を牽引することが期待される。
□　自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性
がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍する
ことができる社会を実現するため、次に掲げる施策を推進する。

　84頁29行に「女性の活躍の促進など、様々な角度から取組を
進める必要がある」との課題認識があるものの、具体的取組が
記述されていない。
　このため、生産性向上の方策として、女性など多様な人材の
活用について、追加記述してはどうか。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
金城　克也 マーケ

131 4 138 32 【追加】

【138頁32行～34行】
エ　女性が活躍できる環境づくり
□　女性の活躍は、労働力の確保やディーセントワークの観点だ
けでなく、女性目線による商品・サービスの開発や社会課題解決
の取組など、稼ぐ力の向上やソーシャルイノベーションを推進し、
社会の成長を牽引することが期待される。
□　自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性
がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍する
ことができる社会を実現するため、次に掲げる施策を推進する。

「女性など多様な人材」という表現は、「女性など」という女性も
含めた被逆差別を受けているようなイメージや女性は男性より
劣っていると捉えられる表現になるのではないか。「男女関わ
らず」とか、「年齢問わず」という表現に改善していただきたい。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
古波津　昇 マーケ
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132 4 139 16

エ　女性が活躍できる環境づ
くり
②男女の機会均等と待遇改
善
□性別を理由とする賃金格
差、ハラスメント及び女性の高
い非正規雇用率など、男性と
比べて不利益を受けやすい
立場にある女性労働者の労
働環境を改善するとともに、女
性の管理職登用を促進するこ
とにより、女性の雇用の質の
向上に取り組む。

□　性別を理由とする賃金格差、ハラスメント及び女性の高い非
正規雇用率など、男性と比べて不利益を受けやすい立場にある
女性労働者の労働環境を整備するため賃金・雇用管理の改善
に取り組むとともに、男女間の固定的な役割分担意識等により
生じている格差の解消を目指し、女性の管理職登用の拡大等を
促進することで、女性の雇用の質の向上に取り組む。

（意見）
男女の賃金格差の是正を明確に記載すべき。
非正規雇用労働者の待遇改善の項目では「、正規雇用労働者
と非正規雇用労働者の均衡の取れた賃金決定を促進する」と
明記されているのに比べ男女の賃金格差是正の表現があい
まい。多くの女性労働者が苦しんでいる実体に配慮すべき。

【委員意見を踏まえ該当個所を修正】
左記のとおり修正する。

鈴木　和子 労政

133 4 141
4

16

イ　世界水準の拠点空港等の
整備

□　アジアの玄関の役割を担
うべく、空港サービスの質向
上に向けた３Ｆ、Ｆree「楽に」、
Ｆast＆Ｓeamless「早く」、おも
てなし・賑わいを創出するＦun
「楽しく」の取組と、時代の先
を読んだ先端技術を活用し、
将来の変化にもしなやかに対
応する空港整備を促進する。

　那覇空港については、沖縄の地理的優位性を活かした「世界
最高水準」としての空港整備を行う必要があることから、その
文言を以下の通り、追加する。

イ　世界最高水準の拠点空港等の整備
□　アジアの玄関の役割を担うべく、空港サービスの質向上に
向けた３Ｆ、Ｆree「楽に」、Ｆast＆Ｓeamless「早く」、おもてなし・
賑わいを創出するＦun「楽しく」の取組と、時代の先を読んだ先
端技術を活用し、将来の変化にもしなやかに対応する世界最
高水準の空港整備を促進する。

【基盤整備部会へ申し送り】 金城　克也

134 4 144 7 -

中城湾港新港地区は後背地が非常に狭い。こんな大型港はな
い。また、港湾関係者以外の立ち入りが多く、危険でもあるた
め、那覇港のように港湾地区の拡大を行っていただきたい。港
湾機能を東西に分離し、活用することを強く求める上でも、後
背地の拡大、港湾地区の拡大ということを強く要望したい。
　さらに、新たにエネルギー関連企業の施設が設置されたこと
により、特に離島向けの重量物の置場が限られるなど、拡大ど
ころか後退している。
　また、リサイクルポートとしての活用もなかなかうまくいってい
ないことから、ぜひリサイクルポートとして離島各地の資源、そ
れからごみをどう回収していくか、沖縄本島での中心になると
ころでもあるので、使いやすい港湾に一日でも早く生まれ変わ
らせていただきたいと思う。

【原案のとおり】

　リサイクルポートとしての活用も含む、中城
湾港新港地区における港湾機能の強化・拡
充については、P.144 ３-(12)-ウ 「② 中城湾
港の物流・人流機能の強化」で取り組みを記
載している。
　その中で、物流・産業面では、東海岸地域
の産業支援港としての機能強化、拡充を図る
ため、先島航路を含めた定期運航貨物船の
航路新設・拡充や、効率的で生産性の高い
物流ターミナルの整備・運営、既存施設の再
編・強化、新たな産業空間の確保に取り組む
こととしており、原文のとおりとする。
なお、ご意見を踏まえ、これらの検討にあたっ
ては、港湾利用者と意見交換を重ねながら、
効果的な取り組みとなるよう検討していきた
いと考えている。

古波津　昇
港湾
課

-34-



（別紙 ２－２）関連資料

番
号

章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 提出者
担当
課

基本施策４　世界に開かれた交流と共生の島を目指して

135 4 154 20

（３）世界の島しょ地域等との
国際協力活動と国際的課題
への貢献
①環境・エネルギー分野にお
ける国際協力の推進
□グローバルグリーンアイラ
ンドサミット（GGIS)、フォーラ
ム等の国際会議への参加や
開催を通じ、海岸漂着物や外
来種問題、ごみ処理問題、再
生可能エネルギーの導入促
進など、島しょ地域における
環境問題や再生可能エネル
ギーの技術交流等に取り組
む。

-

沖縄の環境、エネルギー分野の技術・知見は途上国に非常に
役立つものであり、当該分野の研修員の受け入れも行ってい
る。国際会議等だけでなく、その点での沖縄の貢献を明示した
ほうがよいと思料するため、以下のとおり修正願う。

□グローバルグリーンアイランドサミット（GGIS)、フォーラム等
の国際会議への参加や開催、海外研修生の受け入れを通し、
海岸漂着物や外来種問題、ごみ処理問題、再生可能エネル
ギーの導入促進など、島しょ地域における環境問題や再生可
能エネルギーの技術交流・技術協力等に取り組む。

【原文のとおり】

ご意見の趣旨は、P154　22～23行目「環境問
題や再生可能エネルギーの技術交流等」に
含まれているため、原文のとおりとする。

倉科　和子
（文化観光
スポーツ
部会より申
し送り）

産政

136 4 155 7
 ⑶ 世界の島しょ地域等との
国際協力活動と国際的課題
への貢献

-

沖縄と同じ島嶼性を持つ地域として、台湾の産業振興ならびに
成長戦略は学ぶべき点が多くある。保健衛生分野に限定する
ことなく、観光産業・ものづくり産業においても人的交流・文化
的交流を積極的に推進してほしい。これらは沖縄の海外交易
の歴史から生まれる独自性であり、日本の産業振興等にも貢
献する取り組みだと考えているため、以下のとおり修正願う。

④保健衛生分野における国際協力の推進
新型コロナウイルス感染症など世界的に拡大する感染症等の
状況を踏まえ、台湾をはじめとする国内外の研究機関等との
連携強化による国際ネットワークの充実を図り、疫学調査や感
染症対策等の研究開発等の促進による島しょ県における防疫
体制の強化に取り組む。

【原文のとおり】

現在、文化観光スポーツ部と調整を進めてい
るところである。
素案での追記等は行わず、委員の意見を踏
まえ、施策を実施していく中で必要性を検討
していく。

渕辺　美紀
（福祉保健
部会より申
し送り）

もの

基本施策５　多様な能力を発揮し、未来を拓く島を目指して

137 4 167 23

今後必要となる人材に関して、20年後、30年後の社会に必要
なバランスの良い、いろいろな興味関心を持った子どもたちを
育てる上で、長期的な視野で対応する必要があり、全体のグラ
ンドデザイン的な仕組みを県でつくれないか。
県全体の人材育成の取組として、せっかく沖縄にOISTが設置
されているので、幼児教育の段階から遊びを通して最先端の
研究を伝える仕組みがあれば、将来の情報人材育成につなが
るのではないか。

【学術・人づくり部会へ申し送り】予定 本村　真
学術・
人づく
り部会

138 4 167 23

ＩＴに限らず、ものづくりについても、小学校のときにどうやって
子供たちに興味を持たせるかが重要。
小中学校教育のデジタル化で言うと、例えば親が使い方を教
えることができるPC端末をできるだけ１人１台与えるなど、家庭
教育や普段の遊びの中でしっかりと基礎が学べ、子どもながら
の感性を形として表現できる様なプログラムを進め、ITに興味
を持ってもらう環境を作っていく必要がある。

【学術・人づくり部会へ申し送り】予定 古波津　昇
学術・
人づく
り部会
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（別紙 ２－２）関連資料

番
号

章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案） 提出者
担当
課

139 4 170 27

③　社会参画とキャリアアップ
に資する学び直しの機会の創
出
□　産学連携の下、大学、大
学院、専修学校等において
キャリアアップ・キャリアチェン
ジに資するリカレントプログラ
ムの開発・展開を促進し、一
人ひとりのキャリア選択に応じ
た学びを提供できる環境の創
出に取り組む。

-

　記載されている「社会参画の機会創出」という表現に異論は
ないが、沖縄の最も重要な社会課題である「貧困の連鎖」を断
ち切るための施策でもある旨、より強い表現・メッセージ性がほ
しい。また、民間レベルでもシングルマザーへのリカレント教育
などの具体的な活動が動きはじめている。個々の活動で終わ
ることがないよう、国・県・自治体に対しては積極的かつ包括的
な支援をお願いしたい。
例えば56頁2行目のひとり親家庭等と７頁の生活困窮者は何
が違うか。

【原文のとおり】
同施策では、社会人のみならず、子育て世代
の女性や高齢者等を含め、世代や性別に関
係なく、多様なニーズへの学び直しの機会創
出に取り組むことから原文のとおりとする。

渕辺　美紀
（福祉保健
部会より申
し送り）

労政

140 4 173 8

□情報系人材や科学技術系
人材など高度な技術を有し、
産業のイノベーション創出を
担う人材の育成を充実させ、
あらゆる産業のイノベーション
につなげるとともに、県内産業
の労働力確保の視点も踏まえ
た産業を牽引する人づくりが
課題である。

□情報系人材や科学技術系人材など高度な技術を有する人材
並びに高度デザイン人材の育成を充実させ、あらゆる産業のイノ
ベーションにつなげるとともに、県内産業の労働力確保の視点も
踏まえた産業を牽引する人づくりが課題である

「イノベーション創出」のために育成する人材としては、新時代
の経営感覚をもたらす人材が不可欠である

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。
稲垣　純一 産政

141 4 173 26

情報産業人材の育成について、今後10年間を見据えたとき大
事なのは、データサイエンティストをはじめとする高度ＩＣＴ人材
をどう育成するかであるが、沖縄では具体的な育成の動きが
無い。
琉球大学にデータサイエンティスト学科を新設するなど、抜本
的な情報人材育成の取組がなければ絵に描いた餅になってし
まう。
データサイエンティストの育成をどのようにやっていくかという
具体性が今後求められる。

【検討中】

委員意見を踏まえて文案を修正する。

花牟礼　真
一

情報

142 4 173 26
データサイエンティストは企業にとって必要不可欠なため、例え
ば琉球大学で誰でも参加できるオンライン教育プログラムをつ
くり、データサイエンティストの育成を行ってはどうか。

【検討中】

委員意見を踏まえて文案を修正する。
山本　貴史 情報

143 4 175 18 ・・・産業化、・・・ ・・・産業界、・・・ ・文字の誤りではないか。
【委員意見を踏まえ該当個所を修正】

左案のとおり修正する。
古波津　昇 もの

144 4 167 20 -

最近の若い子たちはＩＴに対してあまり魅力を感じなくなってい
る。若い世代の子たちに対しての魅力のＰＲが重要な課題では
ないかと思っている。
ＩＴを作ることへの魅力よりも、使うことに魅力を感じる子供たち
が増えているため、若い世代に対しての魅力のＰＲが重要な課
題ではないか。

【原文のとおり】

計画（素案）167頁29行目に情報通信関連企
業や教育機関等と連携し、児童生徒・学生が
ITに親しむ機会を増やす取り組みを推進する
と記載されており、そこに意見の趣旨は含ま
れているとのことから原文のとおりとする。

上原　啓司 情報
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課

145 4 169 16

県で取り組んでいる人材育成を、分野を越えて統括し、ＰＤＣＡを回
すような組織、仕組みも次期振計画では検討していただきたい。
沖縄県の各種施策における人材育成について、全体統括的にＰＤＣ
Ａを実施していく仕組みを想定している。必ずしも一つの指標が目標
になるわけではなく、沖縄県の人材育成の効率的・友好的な実施に
向けて必要な指標について検討・制定を行い、その後の確認や適宜
修正・再実行を責任をもって行うための組織の新設を求める意見で
ある。
また、組織や仕組みについては、例えば、外部専門家を交えた「沖
縄県人材育成有識者会議」（仮称）の新設が有効ではないか。初年
度は、沖縄県内の行政組織（知事部局および県教委を含む）で実施
している「人材育成」に関して、名称、対象（年度ごとの利用者数を含
む）、内容、目指すべきKPI、所管部局、実際の直接業務を担う組
織、当該取り組みの効果測定のための仕組みの有無、予算等の網
羅的把握が必要になると思う。このようにして把握された情報に基づ
いて検討していくことで、沖縄県内で展開されている人材育成のため
の各種施策実施後の効果測定方法についての検討の開始や、部局
横断的な人材育成による効果的な施策の展開についての検討の開
始が可能となると思う。
　関連して、これまでの沖縄振興計画においても各種人材育成の重
要性は様々な文言で記載されていたと思うが、①人材育成のための
各種施策実施後の効果測定方法についての検討を行う部署が設置
されているのか？、②部局横断的な人材育成の必要性やその実施
を検討する部署があるのか？、の２点について、質問させていただ
く。

【学術・人づくり部会へ申し送り】 本村　真
学術・
人づく
り部会

146 4 169 16 -

情報系、データサイエンティストなどの理系の学生だけでなく、
文系的な素養が強い学生など、県で不足している人材はいな
いか。それをどう育てるかというところも次期振計等で検討して
いただきたい。

【原文のとおり】

文系人材の育成については、P86 29行～30
行に「人材投資による生産性の向上」として、
「企業がビジネススクール等へ派遣する経営
者研修等に対する支援を行、県内の経営人
材の育成に取り組む」と記載している。

本村　真 産政

147 4 173 26 -
本当にデータサイエンティストを沖縄でつくるならば、授業料は
県費で負担し、その代わりに卒業後の就職、就労に関しての
条件をつけるような形をつくらないと無理だと思う。

【原文のとおり】

IT人材の育成方法や県内で活躍できる環境
づくりについては実施計画や個別事業で具体
的に検討するとのことから、原文のとおりとす
る。

稲垣　純一 情報

第６章　県土のグランドデザインと圏域別展開

148 6 190 28

…都市開発に民間投資を呼
び込むとともに、新たなビジネ
スやイノベーションの創出等を
促進することも重要である。

…都市開発に民間投資を呼び込むとともに、ResorTech
Okinawaの推進と連携して新たなビジネスやイノベーションの創
出につなげていく。

1. 文末の表現の歯切れが悪い　2. テストベッド・アイランドとし
て沖縄を発展させることはResorTech OKINAWA にとっても重
要な戦略であり、連携が望ましいため。

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。
稲垣　純一 情報
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149 6 190 25 -

沖縄は、宇宙港という可能性と特区という強みがある。沖縄ら
しさ、沖縄の差別優位性につながる空・宇宙関連の規制緩和
に県の関連部局が横断的に、また積極的にかじを切っていた
だきたい。
下地島エアロスペース構想については、当然土木や商工労働
部などいろいろ関わっておられるとは思うが、これは規制緩和
という概念なので企画部も関わってくるのではないかと思う。そ
れぞれの部がそれぞれやるのではなく、横断的にこの機会を
生かそうということでぜひ取り組んでいただきたいと思う。

【原文のとおり】

下地島空港における宇宙関連産業の創出と
推進については、P106 １行目～４行目に「離
島空港における航空・宇宙関連産業の展開」
として記載していることや、特区の活用につい
て、P190　25行目～30行目に「臨空・臨港都
市と新たな拠点の形成」として離島エリアを実
証実験の場、テストベッド・アイランドとして、
国家戦略特区制度の積極的な活用等をはじ
め、効果的な規制改革を積極的に推進してい
くと記載している。

花牟礼　真
一

産政
企画
部

150 6

20
8

21
6

17

12

□2050年脱炭素社会の実現
を見据え、太陽光・風力・バイ
オマス等の多様な再生可能エ
ネルギーの導入加速化、ク
リーンかつ安全で低コストの
エネルギーである天然ガスへ
の転換、更なる技術開発・実
証や基盤整備等を通じて、本
県に適したクリーンエネル
ギーの導入拡大を図る。

□2050年脱炭素社会の実現を見据え、太陽光・風力・バイオマ
ス等の多様な再生可能エネルギーの導入加速化、クリーンかつ
安全なエネルギーである天然ガスへの転換、更なる技術開発・
実証や基盤整備等を通じて、本県に適したクリーンエネルギーの
導入拡大を図る。

天然ガスは低コストであるとは言えないため「低コスト」の部分
を削除する。

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。
千住　智信 産政

151 6 218 19 【追加】

□本県とアジアをはじめとする海外とのネットワークを活用した展
示会、商談会等のビジネス交流会の誘致や開催支援等、競争力
のあるビジネス環境を整備し、海外展開のビジネス交流拠点とな
る「プラットフォーム沖縄」の構築に取り組む。

106ページ10行目～と整合性のある「国際的なビジネス交流拠
点の形成」を圏域別の展開として盛り込むべきである

【委員意見を踏まえて該当箇所を修正】

左案のとおり修正する。
稲垣　純一 アジア

152 6 228 27
② 地場産業の振興及び産業
イノベーションの推進

-

P.106に航空・宇宙関連産業の展開として下地島等の離島空
港の活用について触れておりますが、ここでもしっかり明文化
しても良いのではないかと思う。
（国際線、プライベートジェットについては触れられているもの
の）

【原文のとおり】

　ご指摘いただいた下地島空港における「航
空・宇宙関連産業の展開」については、「空港
や周辺用地の活用」に関わりが強いことか
ら、P229の「②離島を結び、支える交通体系
の整備」にて新たな事業展開を促進すること
としている。

井瀧　史洋
空港
課

153 6 229 24 -

航空宇宙関連産業について、産業イノベーションとしてきちんと
記載したほうがいいのではないか。八重山圏域のところで、海
上資源をどう活用するのか１つ特徴を立てて産業イノベーショ
ンの推進をうたっていることから、宮古島圏域にもあってもいい
のではないか。

【原文のとおり】

県全体の施策の取り組みとして、P106 １行目
～４行目に「離島空港における航空・宇宙関
連産業の展開」として下地島空港等の離島空
港を活用した航空・宇宙関連産業の展開を推
進することとしていること、また、都圏域に関
する記載については、P229 24行目～25行目
の離島を結び、支える交通体系の整備とし
て、新たな事業展開を促進すると記載してい
る

井瀧　史洋
産政
空港
課
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154 6 236 6
② 地場産業の振興及び産業
イノベーションの推進

-

P.228と同じ文章が記載されているが、もう少し地域ごとに特徴
を盛り込んでも良いのではと思う。
石垣にはSUのチャレナジーが進出しているため、エネルギー
を例示しても良いかと思料する。

【原文のとおり】

　エネルギー関連産業はP236 14行目の「地
域資源等」に含まれるため、原文のとおりとす
る。

井瀧　史洋 産政

155 7 238
7
10

…沖縄振興特別措置法に位
置づけられた沖縄振興計画
…沖縄振興特別措置法に規
定する各種制度は措置されて
いる。…

-

各特区・地域間の整合性、国税と地方税の整合性、沖振法と
国税の整合性について十分検討し、優遇税制に与える影響を
考慮しながら新沖振法および同施行令が制定されることを強く
望む。
（別紙2－5参照）
優遇税制は、最終的には国税は租税特別措置法等の税法、
地方税は自治体の条例で規定されるが、いずれも沖振法およ
び同施行令の範囲にとどまるため、沖振法および同施行令の
制定には税法や条例等への影響を十分検討する必要がある
ためである。

【原文のとおり】

　いただいたご意見は国とも共有し、運用面
で整合性が取れるよう取り組んでいく。

鈴木　和子
企画
調整
課
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（別紙　２－４）関連資料

別紙２

部会名：　産業振興部会

基 本 施 策 番 号 指　　　　標　　　　名 指　　　　標　　　（案） 目　　　標　　　値 理　　　由　　　等 審 議 結 果 （案） 提出者 担当課

３－（１） 県内企業の付加価値額 － -

〇〇数など件数も大切ですが実
質成果としてどれくらい売上と
なったのか売上額も重要だと思
う。
稼ぐ力の部分は、全体的に見て
どれを取っても数字が出ていな
い。お金に関するお話であれば、
今どれぐらいの金額で、それをど
うしようとしているのかという数字
は絶対必要。
このため、「成果による売上高」と
してはどうか。

【原案のとおり】

県経済の成長のためには、企業
の人材や設備等の将来への投資
を促進するとともに、所得水準の
向上により教育への投資を促進
するなど、企業や社会の成長の
サイクルを拡大していく必要があ
る。
そのためには、ご指摘の売上額
の拡大も重要な要素であるが、企
業が生産性や収益性を高め、成
長への投資の原資となる付加価
値を生み出すことがより重要とな
るため、原文のとおりとする。

上原 啓司 マーケ

　① 主 要 指 標

関連体系図（案）に対する修正意見審議内容一覧
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別紙２

部会名：　産業振興部会

　① 主 要 指 標

関連体系図（案）に対する修正意見審議内容一覧

３－（３）
情報通信関連産業にお
ける労働生産性

－ -

ビジネスをした件数や支援数も大
切ですが、それがどれくらい売上
となったのか売上額も重要だと思
う。
このため、「成果による売上高」と
してはどうか。

【原案のとおり】

新たな振興計画では、1人当たり
県民所得の着実な増加を目指
し、所得格差の要因となっている
労働生産性の向上を全産業が目
指していくこととしており、情報通
信関連産業についても労働生産
性を主要指標として設定している
ことから、原案のとおりとする。

上原 啓司 情報

３－（６）
スタートアップ企業創出
数

－ -

起業して３～５年以上残る企業数
はかなり少ない、育成して支援し
ていくら売上を作れたのか損益・
売上額が重要だと思う。
このため、「成果による売上高」と
してはどうか。

【原文のとおり】

スタートアップ企業の売上高は、
成長を把握する上で有効な指標
であると認識しているが、各企業
の売上額を補足することが困難と
考えられるため。原案の指標とす
る。

上原 啓司 産政
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（別紙　２－４）関連資料

別紙２

部会名：　産業振興部会

施　策　番　号 指　　　　標　　　　名 指　　　　標　　　（案） 目標値 理　　　由　　　等 審 議 結 果 （案） 提出者 担当課

１－（１）ア①

再生可能エネルギー電
源の構成割合

再生可能エネルギー電
源比率

社会展望値に係る指標について
整理が必要

「委員意見を踏まえ該当個所を修正」

左案のとおり修正する 産業振興部
会

商工労働部産業
政策課

１－（１）ア③

１人当たりの二酸化炭
素排出量

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　県内における１人あたりの二酸化炭素排出量（t-CO2）を
成果指標とする。
　人口の増減に影響されずに、二酸化炭素排出量の推移
を把握するため、この指標を選定する。

鈴木　和子
環境部環境再生
課

１－（１）イ③

食品ロス量 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　県が令和３年度に実施する調査に基づく食品ロス量を成
果指標とする。
　食品ロス量を削減することそのものが施策効果の発現で
あることから、この指標を選定する。

鈴木　和子
子ども生活福祉
部消費・くらし安
全課

１－（２）イ③

大気環境基準の達成率 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】
　
大気汚染に係る環境基準の達成率を成果指標とする。
大気中の汚染物質の飛散状況を改善・抑制させることによ
り、政策効果発現につながることから、この指標を選定す
る。
　なお、光化学オキシダントについては、大陸からの移流が
要因と指摘されており、県の政策効果として改善ができな
いことから、光化学オキシダントを除くとした。

鈴木　和子
環境部環境保全
課

１－（２）ウ①

環境SDFｓ指標を設定し
ている県内企業数（届
出ベース）

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【検討中】

　御意見を踏まえ、適切な成果指標について再検討いたし
ます。

鈴木　和子
企画部企画調整
課

　② 成 果 指 標

関連体系図（案）に対する修正意見審議内容一覧
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１－（３）ア②

海岸漂着物回収・処理
量

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　海岸漂着物への対応に対する成果を定量的に把握する
ことができる。 鈴木　和子

環境部環境整備
課

１－（３）ア③

沿岸域におけるサンゴ
被度

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　データソースは、環境省生物多様性センターが運営する
モニタリングサイト1000のデータを用いる。 鈴木　和子

環境部自然保護
課

１－（３）ア④

赤土等年間流出量 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　沖縄県赤土等流出防止対策基本計画で設定した流出削
減目標を成果指標とする。
　流出量は農地等からの赤土等流出防止対策の政策効果
として発現するものであることから、この指標を選定する。

鈴木　和子
環境部環境保全
課

１－（４）　エ①

従事者１人当たりの工
芸品生産額

－ 生産者（つくり手）の経営規模（1
事業所当たりの従事者数）が2.4
人で全国規模の5.1人と比較して
半分以下であり、従業者1人当た
りの工芸品生産額も約200万円と
全国平均の約610万円の3分の1
に留まっている為。
「①工芸品生産額（各指定品目
別）」にしてはどうか。

【原文のとおり】

　伝統的な技術・技法の継承のためには後継者の確保が
必要であり、そのためには経営基盤の強化が重要であるこ
とから当指標を設定しており、原文のとおりとする。 新賢次 もの

１－（４）　エ②

工芸品生産額 おきなわ工芸の杜は沖縄の工芸
振興の新たな拠点として期待され
ている為。
「②おきなわ工芸の杜の売上（使
い手の数値）　」としてはどうか。

【原文のとおり】

　伝統工芸を活用した新たなものづくりが活性化された結
果として工芸品生産額を指標としており、原文のとおりとす
る。

新賢次 もの
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１－（４）ア①

しまくとぅばを挨拶程度
以上話す人の割合

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　しまくとぅば意識調査にて「しまくとぅばを挨拶程度以上話
す」と回答した人の割合を成果指標とする。
　しまくとぅばに触れる機会を増やすことで、しまくとぅばに親
しみを持つことにつながることから、この指標を選定する。

鈴木　和子
文化観光スポー
ツ部文化振興課

１－（４）イ③

県内文化施設の稼働状
況

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　県内文化施設の稼働状況を成果指標とする。文化芸術に
よる地域づくりを行うことにより、文化芸術への関心が高ま
り、県内文化施設で実施されるイベントの増加が県内文化
施設の稼働状況の向上につながることから、この指標を選
定する。

鈴木　和子
文化観光スポー
ツ部

１－（４）ウ②

県外における「空手発
祥の地・沖縄」の認知率

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

沖縄伝統空手・古武道実態調査の県外における「空手発祥
の地・沖縄」の認知率をこの施策の成果指標とする。
　情報発信を積極的に行うことで、「空手発祥の地・沖縄」
の認知率が高まり、沖縄空手の発展につながることからこ
の指標を選定する。

鈴木　和子
文化観光スポー
ツ部空手振興課

１－（４）ウ③

県外・海外からの空手
関係者来訪者数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　県外・海外からの空手関係者来訪者数をこの施策の成果
指標とする。
　空手の催しを通じた国際交流を活性化させることで、沖縄
空手の普及・発展につながることからこの指標を選定する。

鈴木　和子
文化観光スポー
ツ部空手振興課

１－（４）エ①

従業者１人当たりの工
芸品生産額

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原文のとおり】

　　統計数値化が可能なため、原文のとおりとする。 鈴木　和子
商工労働部もの
づくり振興課
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１－（４）エ②

工芸品生産額 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原文のとおり】

　　統計数値化が可能なため、原文のとおりとする。
鈴木　和子

商工労働部もの
づくり振興課

２－（１）ア①

子どもの貧困対策支援
員による支援人数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　子どもの貧困に関する地域の現状を把握し、学校やNPO
法人等の関係機関との情報共有や、子どもをの就学援助
や子供の居場所などの支援につなげるための調整等を実
施することを目的として配置されることから、支援員による
支援人数を「つながる仕組みの構築」の成果指標とする。

鈴木　和子
子ども生活福祉
部子ども未来政
策課

２－（３）イ②

がん診療拠点病院等の
がん相談支援体制に対
する認知度

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　国が４年に１度実施している「患者体験調査」（前回実施：
平成３０年度）において、がん相談支援センター及びピアサ
ポートに関する認知度が調査されている。
　これらの指標を用いることにより、本県の状況を他県や全
国と客観的に比較することが可能である。
　がん相談支援センター及びピアサポートに関する認知度
向上へ向けた取り組みが、がん相談支援センターにおける
相談件数の増加につながることから、この指標を選定す
る。

鈴木　和子
保健医療部
健康長寿課

２－（４）ア②

認知症サポーター数 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　認知症を正しく理解し、認知症の方や家族を見守る認知
症サポーター数を施策の成果指標とする。
　認知症サポーターを養成することにより、認知症高齢者
が住みやすい地域づくりにつながることから、この指標を選
定する。

鈴木　和子
子ども生活福祉
部高齢者福祉介
護課
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２－（５）ア①

男性の育児休業取得率 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　男性の育児休業取得率を施策の成果指標とする。
　男性が育児休業し家事・育児に携わる機会が増えること
で、男女ともに家庭生活の責任を担う意識の浸透が図ら
れ、家庭や職場における男女共同参画の促進につながる
と考えることから、この指標を選定する。

鈴木　和子
子ども生活福祉
部女性力・平和
推進課

２－（６）ア①

最低居住面積水準未満
率

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎と
して必要不可欠な住宅の面積に関する水準。全住戸に対
する最低居住面積水準（単身世帯で25㎡、２人以上で世帯
で10㎡×世帯人数＋10㎡）に満たない住戸の割合を施策
の成果指標とする。
　本県では、最低居住面積水準を満たしていない世帯の割
合が全国でワースト２位であり、計画的な住宅の建替等を
促進することにより、県民の住環境の向上につながること
から、この指標を選定する。

鈴木　和子
土木建築部
住宅課

２－（６）イ②

情報システムの標準
化・共通化に対応した
市町村基幹業務数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　情報システムの標準化・共通化の対象となる基幹業務は
国によって定められており、成果指標については、対象とな
る基幹系業務のうち、情報システムの標準化・共通化への
対応が完了した業務の数としている。
　本指標については、県から市町村への調査照会等により
状況把握を行う。

鈴木　和子
企画部デジタル
社会推進課

２－（７）イ①

広域化実施市町村数 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　水道用水供給対象の拡大など多様な形態の広域化を実
施する市町村の数を成果指標とする。水道広域化の取組
によって、安定した生活に欠かせない水道の料金等の格差
の是正につながることから、この指標を選定する。

鈴木　和子
保健医療部衛生
薬務課
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２－（８）ア①

危機管理マニュアル等
作成数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　危機管理マニュアル等を作成することで、各危機事象に
対する体制整備等の強化が期待できることから、この指標
を採用する。

鈴木　和子
知事公室防災危
機管理課

２－（８）ア②

自主防災組織率 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　沖縄県では、関係機関及び住民が台風に係る被害状況
の把握や被災地域の災害復旧等への対応にある程度習熟
している一方で、自主防災組織のリーダーとなる人材や運
営ノウハウに乏しいことや、大きな河川やその氾濫の経験
が無く、防災意識が高まりにくい事等が考えられることか
ら、自主防災組織や消防団員数が全国と比べて低い状況
にある。

鈴木　和子
知事公室防災危
機管理課

２－（８）イ②

個別施設計画策定数 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【検討中】

　個別施設計画策定数を施策の成果指標とする。
　個別施設計画を基に社会基盤等の状況把握をし、計画的
な施設の更新を行うことで、長寿命化が図られ、社会基盤
等の安全性・信頼性の確保につながることから、この指標
を選定する。

【保留：教育庁確認中】

鈴木　和子 土木建築部

２－（８）ウ①

特殊詐欺認知件数 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　刑法犯認知件数は、平成23年の沖縄21世紀ビジョン作成
時12,403件で、10年後の令和３年の目標を10,000件以下と
した。令和２年末では、5,998件と半減させる成果を得た。し
かし、刑法犯認知件数は大きく減少したものの、県民の犯
罪に対する不安が解消されたと言えないことから、体感治
安に影響を及ぼす犯罪を成果指標とする。

鈴木　和子
警察本部生活安
全企画課
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２－（９）ア④

沖縄県基地対策課・辺
野古新基地建設問題対
策課のﾂｲｯﾀｰﾌｫﾛﾜｰ数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　ツイッターにおいては、個々のアカウント毎にフォロワー数
が表示される仕組みとなっているため、その仕組みを活用
してフォロワー数を把握する予定。
　なお、「沖縄県基地対策課・辺野古新基地建設問題対策
課」のツイッターアカウントは、沖縄県の基地行政に関する
情報を県内外に発信することを目的として運用しており、そ
のフォロワー数は沖縄の基地問題に対する関心の広がり
の程度を示していると考えられるため、施策の成果指標と
している。

鈴木　和子

知事公室基地対
策課、辺野古新
基地建設問題対
策課

3-（1）

「稼ぐ力」 － 海外への輸出を想定しなければ
稼ぐ力は本格化しないと思わるこ
とから、海外を対象としたEコマー
スの設立を新たに入れる

【原案のとおり】

ご指摘のとおり、輸出拡大は県経済の成長において重要で
あると認識しているが、当施策については、海外市場だけ
でなく国内・県内の各市場を見据え、県全体の「稼ぐ力」を
様々な方策により強化することを主旨としているため、それ
らの成果を包括する観点から原案どおり県内総付加価値
額を成果指標とする。
なお、P106の3-(4)-ｳ-①「海外展開に向けた総合的な支
援」において、輸出額を指標として設定している。

山本貴史 マーケ

3-（1）　ア　施策①

デジタルトランスフォー
メーション促進に係る支
援数

このため、「デジタルトランス
フォーメーションに取り組んだ企
業数」としてはどうか。

【検討中】

成果指標はアウトカムの指標が望ましいことから、事業化し
た企業数など他の指標が設定できないか検討する。 井瀧　史洋 情報

3-（1）　イ　施策④

支援機関による事業承
継計画策定支援件数

－ 成果指標であるため、支援数と表
記するよりは企業数等に置き換
えたほうが良いと思います。この
ため「事業承継を実施した件数」
としてはどうか。

【原案のとおり】

計画策定支援後、実際に事業承継を行う時期は企業に
よって異なり、承継を実施した件数の把握が難しいことか
ら、支援件数としている。

井瀧　史洋 中小
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３－（１）ア①

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ
促進に係る支援数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【委員意見を踏まえて修正】

成果指標はアウトカムの指標が望ましいことから、事業化し
た企業数など他の指標が設定できないか検討する。
　

鈴木　和子
商工労働部情報
産業振興課

３－（１）ア②

付加価値労働生産性 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

県が定期的に実施している統計調査の結果を基に算出す
る。 鈴木　和子

商工労働部マー
ケティング戦略推
進課

３－（１）ウ①

県内産出額／県内総供
給

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

県が定期的に実施している統計調査の結果を基に算出す
る。 鈴木　和子

商工労働部マー
ケティング戦略推
進課

３－（１）ウ③

食料品製造業の製造品
出荷額

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原文のとおり】

　　統計数値化が可能なため、原文のとおりとする。
鈴木　和子

商工労働部もの
づくり振興課

３－（１）ウ④

地域連携体の組織数 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　商店街等を含む地域の持続的発展のため、魅力有るまち
づくりや地域商業の活性化に向けた環境整備等のほか、
地域連携体の組織化を推進する必要があるため、この指
標を選定する。（活動継続している地域連携体数）

鈴木　和子
商工労働部中小
企業支援課

3-（10）　イ　施策②

特産品等販路拡大支援
件数

－ 成果指標であるため、支援数と表
記するよりは企業数等に置き換
えたほうが良いと思う。このため
「特産品等販路拡大支援を通じた
成功件数」としてはどうか。

【原案のとおり】

特産品等販路拡大支援件数は、企業数となっており、ご指
摘の趣旨を踏まえ、表記について今後の参考とさせていた
だく。

井瀧　史洋 企画部
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３－（１１）イ➀

テレワーク実施率 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　テレワーク実施率を成果指標とする。テレワークは、コロ
ナ渦を機に全国的に広まり、現在は多様な働き方の一つと
して認知されている。施策を推進することで、テレワーク実
施率が向上し柔軟な働き方が促進されることから、この施
策の成果指標とする。

鈴木　和子
商工労働部
労働政策課

３－（１１）イ③

県内企業の非正規労働
者への労働条件通知書
交付率

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　施策を推進することで、非正規労働者の働きやすい環境
整備が促進されることから、非正規労働者に対する労働条
件通知書の交付率を成果指標とする。

鈴木　和子
商工労働部
労働政策課

３－（１１）イ④

正規雇用者の割合 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原文のとおり】

総務省統計局及び企画部統計課公表の「労働力調査（基
本統計）」二より把握可能である。 鈴木　和子

商工労働部
雇用政策課

３－（１１）ウ②

新規学卒者の１年目離
職率

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原文のとおり】

沖縄労働局公表の「新規学卒就職者の離職状況」により把
握可能である。

鈴木　和子
商工労働部
雇用政策課

３－（１１）ウ③

県内就職比率（新卒） 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原文のとおり】

沖縄労働局公表の「新規学卒就職者の求人・求職・就職内
定状況」により把握可能である。 鈴木　和子

商工労働部
雇用政策課
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３－（１１）エ➀

女性の離職率 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　女性の離職率を成果指標とする。施策を推進することで、
職場への定着に繋がり、働きやすい環境づくりの促進が図
られることから、この施策の成果指標とする。

鈴木　和子
商工労働部
労働政策課

３－（１１）エ③

女性の平均勤続年数 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　本県の平均勤続年数は全国平均と比べ低く、施策を推進
することで女性の就業継続が図られることから、この施策を
成果指標とする。

鈴木　和子
商工労働部
労働政策課

３－（１２）ア➀

超高速ブロードバンド
サービス基盤整備率

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　全世帯に占める超高速ブロードバンド整備完了地域内の
世帯数の割合を示す指標とする。
　離島地域等のおいては、民間通信事業者による情報通
信基盤の整備が進んでいない地域があることから、情報通
信環境を整備することにより、情報格差の是正に繋がるこ
とからこの指標を選定する。

鈴木　和子
企画部情報基盤
整備課

３－（２）オ①

MICE開催による経済波
及効果（直接効果）

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　ＭＩＣＥ開催による経済波及効果（直接効果）を成果指標と
する。
ＭＩＣＥが増加することでＭＩＣＥ開催による波及効果の増加
につながることからこの指標を選定する。

鈴木　和子
文化観光スポー
ツ部MICE推進課
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３－（２）オ③

MICE開催による経済波
及効果（間接効果）

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　ＭＩＣＥ開催による経済波及効果（間接効果）を成果指標と
する。
ＭＩＣＥを活用した関連産業の振興によりＭＩＣＥに関わる事
業者が増加するとともにＭＩＣＥに関連する消費額が増加
し、ＭＩＣＥ開催による経済波及効果（間接効果）の増加につ
ながることから、この指標を選定する。

鈴木　和子
文化観光スポー
ツ部MICE推進課

3-（3）

ResorTech Okinawa DX人材のコアであるデータサイン
エンティストを何名育成できるか
が肝となるため、「県内データサ
イエンティスト100名育成」で200
名の研修実施を行ってはどうか

【検討中】

データサイエンティストについては、大学等の関係機関とも
協議し、育成目標を設定する。 山本貴史 情報

3-（3）　ア　施策①

価値創造型ビジネスモ
デル支援件数

成果指標であるため、支援数と表
記するよりは企業数等に置き換
えたほうが良いと思います。この
ため「価値創造型ビジネスモデル
創出数」としてはどうか。

【検討中】

成果指標はアウトカムの指標が望ましいことから、事業化し
た企業数など他の指標が設定できないか検討する。

井瀧　史洋 情報

3-（3）　ア　施策②

高度デジタル技術導入
支援件数

成果指標であるため、支援数と表
記するよりは企業数等に置き換
えたほうが良いと思います。この
ため、「高度デジタル技術導入件
数」としてはどうか。

【検討中】

成果指標はアウトカムの指標が望ましいことから、事業化し
た企業数など他の指標が設定できないか検討する。 井瀧　史洋 情報

３－（３）イ①

情報通信関連企業の立
地数・雇用者数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　情報通信関連企業の立地数・雇用者数について、県では
毎年調査を実施しており、企業数や雇用者数等の数値の
把握は可能であるとのことから原案のとおりとする。

鈴木　和子
商工労働部情報
産業振興課
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３－（３）イ①

情報通信関連産業の立
地企業数・雇用者数

情報通信関連産業の県
内企業数・雇用者数

社会展望値に係る指標について
整理が必要

「委員意見を踏まえ該当個所を修正」

左案のとおり修正する 産業振興部
会

商工労働部情報
産業振興課

3-（4）　ウ　施策②

MICE開催件数のうち展
示会等（E）開催件数

－ 素案の原文通りであれば開催件
数で良いかと思うが、マッチング
数などに置き換えても良いと思
う。

【原文のとおり】

マッチング数の指標は、個別の展示会、商談会における成
果指標とする。総合的な成果指標は開催件数とし、原文の
とおりとする。

井瀧　史洋 アジア

３－（４）ア③

那覇空港からの国際貨
物量

那覇空港における国際
貨物量

社会展望値に係る指標について
整理が必要

「委員意見を踏まえ該当個所を修正」
左案のとおり修正する 産業振興部

会
商工労働部アジ
ア経済戦略課

３－（４）イ①

臨空・臨港型産業にお
ける 企業の立地件数
（県、市町村支援分）

臨空・臨港型産業にお
ける 新規立地企業数

社会展望値に係る指標について
整理が必要

「委員意見を踏まえ該当個所を修正」

左案のとおり修正する 産業振興部
会

商工労働部企業
立地推進課

３－（４）イ②

航空関連産業企業数 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原文のとおり】

理由：県独自の調査等によって、定量的に把握することは
可能と考えるため。

鈴木　和子
商工労働部企業
立地推進課

３－（４）ウ①

輸出額（石油製品を除
いた額）

県内輸出事業者及び沖
縄を経由して輸出する
事業者の年間輸出額

社会展望値に係る指標について
整理が必要

「委員意見を踏まえ該当個所を修正」

左案のとおり修正する 産業振興部
会

商工労働部アジ
ア経済戦略課

3-（５）

大学等からの特許等出
願件数

大学等の特許権実施許
諾等件数

アカデミアの質は高いが産業界
につながっていないことが問題で
あるため。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　
意見を踏まえ、基本施策「科学技術イノベーションの創出と
持続可能な産業の創出」の主要指標を、「大学等の特許権
実施許諾等件数」に修正する。

山本貴史 科学
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3-（5）　イ　施策③

バイオ関連企業等の企
業数

－ 施策のタイトルにあわせて「健康・
医薬関連企業・機関数」のほうが
良いと思料する。

【原文のとおり】

　左記「県の考え方」のとおり、バイオ関連事業が主たる事
業ではなくとも、バイオ関連事業に取り組んでいる企業等ま
で対象に含むことを想定している指標であるため、原文の
とおりとする。

井瀧　史洋 もの

３－（５）ア⑤

大学等の共同研究の受
入金額

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

本指標データについては、文科省が毎年実施している「大
学等における産学官連携調査」において把握することが可
能となっている。

鈴木　和子
企画部科学技術
振興課

３－（６）ア①

起業家育成数 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　大学やスタートアップ支援機関等へのヒアリング・書面調
査を実施することで、指標の把握を行う予定。 鈴木　和子

商工労働部
産業政策課

３－（６）ア②

支援したスタートアップ
の資金調達額

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　スタートアップ支援機関等へのヒアリング・書面調査を実
施することで、指標の把握を行う予定。 鈴木　和子

商工労働部
産業政策課

３－（６）ア③

支援したスタートアップ
による社会提供したｿ
ﾘｭｰｼｮﾝ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ件数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】
　スタートアップ支援機関等へのヒアリング・書面調査を実
施することで、指標の把握を行う予定。

鈴木　和子
商工労働部
産業政策課
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関連体系図（案）に対する修正意見審議内容一覧

３－（６）イ①

沖縄らしいSDGｓ実施計
画策定企業数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　民間活力を活用したSDGｓによる課題の解消推進制度に
おける、沖縄らしいSDGｓ実施計画策定企業数を成果指標
とする。
　特区制度による沖縄らしいSDGｓ推進に向けた事業展開
を推進することにより、沖縄らしいSDGｓ実施計画策定企業
数の増加につながることから、この指標を選定する。

鈴木　和子
企画部企画調整
課

３－（６）イ②

投資ファンドによるｿｰ
ｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝに取り組
む企業への投資数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　スタートアップ支援機関等を介してソーシャル･イノベー
ションに取り組む企業へヒアリング・書面調査を実施するこ
とで、指標の把握を行う予定。

鈴木　和子
商工労働部
産業政策課

３－（６）イ③

ゆいくる認定製品の利
用率

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　資源循環・環境配慮型の事業を促進することにより、循環
型社会の構築の支援及び最終処分場の延命化を図ること
につながるため、この指標を選定する。
「ゆいくる認定製品の利用率」の算定方法は下記のとおり。
それぞれの数値については、ゆいくる材の認定者に対し
「沖縄県リサイクル資材評価認定制度実施要領」第19条の
中で、報告を要する内容となっており、それらの集計結果よ
り算出されている。
ゆいくる認定製品の利用率
　　　＝製品出荷量／（前年度在庫量＋製品生産量）

鈴木　和子
土木建築部技
術・建設業課

３－（６）ウ①

文化資源を活用したビ
ジネスの自走化件数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　文化資源を活用したビジネスの自走化件数を成果指標と
する。
　文化芸術に関する産業の創出・振興を推進することによ
り、文化資源を活用したビジネスの自走化件数の増加につ
ながることから、この指標を選定する。

鈴木　和子
文化観光スポー
ツ部文化振興課
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３－（６）ウ②

空手を組み込んだ体験
型観光プログラムや商
品等の開発件数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　空手を組み込んだ体験型観光プログラムや商品等の開
発件数を成果指標とする。
　空手を活用した産業の創出・振興こ係る取組推進により、
空手を組み込んだ体験型観光プログラムや商品等の開発
件数の増加につながることから、この指標を選定する。

鈴木　和子
文化観光スポー
ツ部空手振興課

３－（７）イ①

国のガイドラインに基づ
いたGAPの導入経営対
数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　農家に農業生産工程管理（GAP）を実践してもらうため、
導入した経営体数を施策の成果指標とする。 鈴木　和子

農林水産部営農
支援課

３－（７）ウ③

他産業と連携している
農産加工事業者割合

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　食品製造業や観光関連産業との連携を進め、多様なニー
ズに対応する多種多様な加工を推進することにより、県内
農林水産物の用途拡大を契機とした高付加価値化につな
がることから、この指標を選定する。

鈴木　和子
農林水産部流
通・加工推進課

３－（７）エ②

担い手への農地集積率 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　認定農業者や認定新規就農者等の地域の中心的担い手
への農地の集積・集約化を図ることにより、農地の有効利
用や農業経営の効率化を進めることから、この指標を設定
する。

鈴木　和子
農林水産部農政
経済課
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　② 成 果 指 標

関連体系図（案）に対する修正意見審議内容一覧

３－（７）オ①

ｽﾏｰﾄ農林水産業技術
の導入産地数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　スマート農林水産業技術を導入する産地の合計数を施策
の成果指標とする。
　先端技術の活用による農作業等の自動化・軽減化やICT
技術等による熟練農家の農業技術の継承等により、高齢
化の進行等で深刻な人手不足に悩む生産現場を技術面・
経営面から支え、生産性が高く競争力のある高度な農業経
営体の増加につながることから、この指標を選定する。

鈴木　和子
農林水産部農林
水産総務課（企
画班）

３－（７）カ③

係留施設の機能高度化
整備率

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　漁港の係留施設を新設及び改良することにより、持続可
能な漁業の振興と漁業生産性の向上につながることから、
この指標を選定する。

鈴木　和子
農林水産部漁港
漁場課

３－（７）カ④

農業・農村の強靱化率 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　更新等が必要な基幹的農業水利施設における対策着手
の割合及び防災重点ため池における防災対策着手の割合
を統合した、農業・農村の強靱化率を施策の成果指標とす
る。
　農業者や農村人口の高齢化・減少、自然災害の頻発化・
激甚化が今後更に見込まれる中、老朽化した農業水利施
設の戦略的な保全管理や農業・農村の防災・減災対策等を
促進することにより、農業生産や農村生活を支えるインフラ
の強靱性や持続性の強化につながることから、この指標を
設定する。

鈴木　和子
農林水産部
村づくり計画課

３－（７）キ①

環境保全型農業の実践
数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　化学合成農薬や化学肥料の使用低減を推進することによ
り、環境負荷を低減し、環境と調和する持続的な農林水産
業の振興につながることから、特別栽培農産物及びエコ
ファーマーの認証・認定件数の合計数を施策の成果指標と
する。

鈴木　和子
農林水産部営農
支援課
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施　策　番　号 指　　　　標　　　　名 指　　　　標　　　（案） 目標値 理　　　由　　　等 審 議 結 果 （案） 提出者 担当課

　② 成 果 指 標

関連体系図（案）に対する修正意見審議内容一覧

３－（８）ア③

製造業における付加価
値額

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原文のとおり】

　　統計数値化が可能なため、原文のとおりとする。
鈴木　和子

商工労働部もの
づくり振興課

３－（８）イ③

名目県内総生産におけ
る第１次産業＋製造業
生産額

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

県が定期的に実施している統計調査の結果を基に算出す
る。 鈴木　和子

商工労働部マー
ケティング戦略推
進課

３－（９）イ③

スポーツ実施率 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　スポーツ実施率を成果指標とする。県民一人ひとりが参
加する生涯スポーツの推進により、スポーツ実施率の増加
につながることから、この指標を選定する。

鈴木　和子
文化観光スポー
ツ部スポーツ振
興課

４－（１）ア①

平和の礎の来園者数 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　平和の礎の来園者数を施策の施策指標とする。
平和の礎は、国籍や軍人、民間人の区別なく沖縄戦などで
亡くなられた全ての人々の氏名を刻んでおり、内外に向け
「沖縄のこころ」を発信できる施設であることから、この指標
を選定する。

鈴木　和子
子ども生活福祉
部女性力・平和
推進課

４－（１）イ②

平和に関する社会貢献
活動に取り組む個人や
団体の数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　ちゅらうちなー草の根平和貢献賞の受賞団体数を施策の
成果指標とする。
　令和元年に創設した同賞の認知度を更に高めることによ
り、身近な社会貢献活動に光を当て、平和に関する県民意
識の普及と高揚に寄与することにつながることから、この指
標を選定する。

鈴木　和子
子ども生活福祉
部女性力・平和
推進課
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関連体系図（案）に対する修正意見審議内容一覧

５－（１）ア②

組踊・沖縄伝統芸能を
理解した児童生徒の割
合

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　組踊り鑑賞後の生徒アンケートで「組踊・沖縄伝統芸能を
理解した」と回答した児童生徒の割合を施策の成果指標と
する。
組踊等を児童生徒に触れさせることによって、郷土芸能へ
の理解と関心を深めさせ、児童生徒の豊かな感性の育成
につながることから、この指標を選定する。

鈴木　和子 教育庁文化財課

５－（１）イ①

家庭教育支援アドバイ
ザー数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　保護者同士や地域とのつながりをつくるなど、家庭教育を
支援する家庭教育支援アドバイザー数を施策の成果指標
とする。
家庭教育支援アドバイザーの養成に取り組むことにより、
家庭教育機能の充実が図られることから、この指標を選定
する。

鈴木　和子
教育庁生涯学習
振興課

５－（２）ア④

「授業の内容は分かり
やすい」と考えている児
童生徒の割合

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　全国学力・学習状況調査における「授業の内容はよく分
かりますか」の児童生徒の割合を成果指標とする。教員の
指導力向上により、「授業の内容はよく分かる」と考えてい
る児童生徒の割合の増加につながることから、この指標を
選定する。

鈴木　和子
教育庁義務教育
課

５－（２）イ①

誰にでも手を貸してあ
げることができると考え
ている児童生徒の割合

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　全国学力・学習状況調査における「人が困っているときは
進んで助けていますか」の児童生徒の割合を成果指標とす
る。心の教育の充実を図ることにより、「人が困っているとき
は進んで助けている」と考えている児童生徒の増加につな
がることから、この指標を選定する。

鈴木　和子
教育庁義務教育
課
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５－（２）イ③

いじめの現在の状況
「解消しているもの」の
割合

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　いじめが解消している児童生徒の割合を成果指標とす
る。社会総がかりによるいじめ問題への取組を図ることによ
り、いじめが解消している児童生徒の割合の増加につなが
ることから、この指標を選定する。

鈴木　和子
教育庁義務教育
課

５－（２）ウ①

幼児理解について保育
者同士が日常的に「振
り返り」をしている割合

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　幼児教育の充実には保育者の質の向上が求められる。
園内で保育者同士が日常的に子供を中心とした幼児理解
について「振り返る」ことにより、多様な考えに出会い教育
観が磨かれていく。個々の保育実践を見直し改善につなげ
るサイクルを通して保育者の質の向上が図られることから、
この指標を選定する。

鈴木　和子
教育庁義務教育
課

５－（２）ウ②

「自分には良いところが
ある」と考えている児童
生徒の割合

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　全国学力・学習状況調査における「自分には良いところが
あると思いますか」の児童生徒の割合を成果指標とする。
個性を大切にし、個々の能力を伸ばす教育の推進により、
「自分には良いところがある」と考えている児童生徒の割合
の増加につながることから、この指標を選定する。

鈴木　和子
教育庁義務教育
課

５－（２）ウ③

「人の役に立つ人間に
なりたい」と考えている
児童生徒の割合

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【検討中】

現在学術・人づくり部会の委員意見を受け見直しを検討
中。 鈴木　和子

教育庁義務教育
課
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部会名：　産業振興部会

施　策　番　号 指　　　　標　　　　名 指　　　　標　　　（案） 目標値 理　　　由　　　等 審 議 結 果 （案） 提出者 担当課

　② 成 果 指 標

関連体系図（案）に対する修正意見審議内容一覧

５－（３）イ①

教員のICT活用指導力 成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【原案のとおり】

　文部科学省が実施する「学校における教育の情報化の実
態等に関する調査結果」の「教員のICT活用指導力」を成果
指標とする。
学校教育での様々な教科の中でICTを活用した学習活動に
取り組むためにはまず教員のICT活用指導力が不可欠だと
考え、この指標を選定する。

鈴木　和子
教育庁県立学校
教育課

５－（５）ア③

科学技術関連企業の高
度人材数

成果指標についてどのように調
査して求めるのかわからないも
の、適正に統計数値化することが
困難と思われる

【検討中】

　県内で研究部門等を有する、代表的な企業への高度研
究人材（ポストドクター等）の就職者数を調査することで、人
数の把握は可能だと考えている。
　なお、当該指標は、新たな施策「高度研究人材・専門人財
の活用・確保に向けた環境整備の推進」に係る指標である
ため、部会において委員からの意見等を元に、さらに検討
していきたいと考えている。

鈴木　和子
企画部科学技術
振興課

施策追加

追加 沖縄の工芸は国指定（16品目）や
県指定（26品目）の伝統的工芸、
伝統工芸品が数多く存在し、豊か
な工芸文化の花を咲かせてい
る。
一方、工芸品の多種・多様性が
消費者の視点において個々の違
いが分かりづらく、個々の工芸品
の良さや素晴らしさを伝えきれて
いないと思われる。その為、沖縄
工芸の本質的な「魅力」について
を再構築し、再認識と再発信をす
る必要あると考える。
このため、施策を追加するととも
に「③展示会の入場者数（本展示
会）」の指標を追加してはどうか。

【原文のとおり】

　委員意見については、今後実行計画等で事業に取り組む
際の成果指標として参考にさせていただき、原文のとおりと
する。

新賢次 もの
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自由意見の一覧（産業振興部会） 

 

【花牟礼委員】 

 離島空港における航空・宇宙関連産業の展開について、空と宇宙関連技術の規制緩和を今

後 10 年間の沖縄を代表する沖縄らしいプロジェクトとして検討すべきではないか。 

 企業誘致の話で、一定の成果が出ているということで非常に喜ばしい話だと思う。中国にお

ける日本企業を誘致するための特区などの戦略を参考に、沖縄も台湾に関連する企業を誘

致するなど検討しても良いのではないか。 

台湾からの企業誘致にかかる優遇策について、日本食を沖縄で製造して台湾に輸出する企

業への補助や、台湾企業がジャパンブランドを活用した輸出企業として沖縄に進出したとき

に最大の優遇策を与えるなど、台湾に絡んだ少しエッジを効かせたような取組の検討も必要

なのではないか。 

 観光産業や情報産業を伸ばしていくことが沖縄全体の発展に寄与していく。波及効果がある

観光産業は、平準化を果たすことにより、労賃を大きく上げることができる可能性がある。各

産業の中で、どこを伸ばせば効果が高いのかということを分析してみる必要もある。 

県外から来る方々から利益を得る観光産業や情報産業を伸ばしていくことが沖縄全体の発

展に寄与していくのではないか。 

いろいろな産業の中で、どこを伸ばせば効果が高いのか分析してみる必要もある。 

 沖縄イノベーション特別地区で企業の審査は、オープンイノベーションとは真逆ではないか。

ここでは企業を限定するための審査をするのではなく、もっと人を呼び込むような形にすべき

ではないか。 

レギュラトリー・サンドボックス制度といった起点をどんどん打ち出し、ＯＩＳＴの地域に企業を

呼び込む等、より深掘りをしていく必要がある。 

 沖縄はリサイクルが弱い。例えばペットボトル、非鉄、ガラスなど、色々な物がリサイクルでき

ていない。九州では昔公害で大変だった水俣や北九州が環境省エコタウン事業において、エ

コタウンへの転換を図っているが、沖縄もＳＤＧｓも視野に入れながら、島しょ県であるデメリ

ットを克服するための、全産業に貢献するようなリサイクルインフラ整備のような取組も考え

てはどうか。 

特に沖縄県の場合は残念ながら島しょ県で、145 万人しかいない人口の中で、規模感が問題、

課題になって、リサイクル事業等が民間ではなかなかできないため、ぜひ行政で対応をして

いただければと思う。 

 

 

 

【鈴木委員】 

 税制について 

・ 次期振興計画に組み込まれる優遇税制は従来の沖縄優遇税制をベースとするも、実質的に

活用実績があり効果の高いものに整理統合し、優遇目的とミスマッチしている税制を見直し、
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運用面の利便性（要件の明確化や合理的な申告等の手続）を追求していただきたい。 

そのためには、なぜ活用されたか、されなかったかの検証を行い次期振興計画に基づく優遇

税制に反映させ制度を成熟させていただきたい。 

・ 沖縄振興特別措置法（以下「沖振法」という）・同施行令（以下「沖振法令」という）について、従

来の沖縄関連税制の問題点を引き継ぐことなく、改善した沖縄関連税制とすること 

・ 今後継続して存続及び新設される各経済特区・地域の税制について、整理検討を行い、要件

や計算方法が各特区・地域別に異ならなければならないものと共通でもよいものとの基準を

明確にし、わかりやすいものにすること。 

・ 沖縄振興特別措置法において課税の特例（国税）条文と地方税の課税免除又は不均一課税

に伴う措置（県市町村税）について整合性を持たせること 

・ 沖振法では設けられていない要件等の制約が租税特別措置法で設けられていることの是非

の検討を行うこと 

・ 本素案では「ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ導入支援制度」や「人材投資促進税制」が検討されています。新た

に優遇税制を設ける場合には、既存税制のコピペではなく、調査研究を十分行い本当に必要

なもので活用しやすい税制を追求していただきたい。 

・ 伝統工芸の製造業者に対しての優遇税制は触れられていないため、優遇税制の対象事業と

することにしていただきたい。 

・ 新しい税制を創設する場合には、中小企業の実体を調査し、真に必要とされ、実際に活用が

見込まれる税制となるよう実現していただきたい。" 

 

 「産業振興部会関連の税制優遇措置の提案の概要」P6「人材投資の促進」によると、青色申

告中小企業者の人材投資の要した経費（教育・訓練に要する費用）について、税制上の優遇

措置を創設する、とあるが、 

・ かつて、国税に教育訓練税制があったが、中小企業にとっては適用要件が厳しく活用が困

難であった。前例とするのであれば，多くの中小企業が実際に活用できる内容にしていただ

きたい 

・ 教育訓練費の定義について。例えば、現行の中小企業向けの所得拡大促進税制の中の定

義では研修参加のための旅費等は該当しないことになっている。ゼロペースで本当に必要な

経費で中小企業の負担軽減につながるものを取り入れて欲しい 

・ 中小企業は教育・訓練以前の人材確保に非常に苦労している。人材確保にかかる費用も対

象としていただきたい。 

 

 「グッジョブセンターおきなわ」について 

・ コンピュータのセミナーは人気があるが、数が少なくほとんど予約できない 

・ 中小零細企業は入社後研修期間を設けるほど経済的余裕がない事業者が多い。初歩的な

コンピュータの知識や技術については就労するまでに習得できるようにして欲しい。 

・ 現在のセミナーは基本知識がある人を前提としているため、初心者対象になっていない。 

・ 外国人材の受入環境の整備について、事業者は採用後の給与計算等、様々な報告事務が

悩みとなっており、これらの事務は社会保険労務士だけではなく税理士の分野もあるため、

グッジョブセンターの相談窓口には幅広い専門家の配置を検討していただきたい。 
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【古波津委員】 

 ものづくり振興センターの構築について 

現在、「国際物流拠点産業集積地域」「素形材産業施設」での「沖縄県金型技術研究センタ

ー」と「ものづくりネットワーク沖縄」において、公設研究機関と民間の組織が連携し高付加価

値の製品を作り出している。 

「ものづくりネットワーク沖縄」の目標は、民間企業が公設研究機関と連携しながら製品試

作・開発、人材育成等のものづくり全般に関する活動を進めるなど、両社が車の両輪となっ

て沖縄のものづくり産業の振興に貢献することを目指している。 

県は、上述(ものづくりネットワーク沖縄)の組織と、ものづくり拠点として、産学官・企業間・異

業種間の連携、人材育成等を推進するコーディネート機能等を網羅する体制「ものづくり振

興センター」への構築に努力していただきたい。 

 沖縄のシンパシーを持った企業の創設、それから沖縄の事業者が集まってそれをつくってい

くということが非常に重要。既存企業についても沖縄の発展につながる事業者や集合体をつ

くっていくことを改めて検討していただきたい。 

 自動車のリサイクル、家電のリサイクルというのは、中城湾港に運んでくると問題なく進むの

ですが、コンテナ積みで那覇港を経由して、さらに陸送してやってくると、非常にコストもかか

り、また効率も悪い、環境負荷がかかっているという状況。 

リサイクルポートを活用して様々な資源を再資源化していく仕組みづくり、それにより各離島

でも選別をする技術等もまだまだ上がってくる。 

沖縄県内各地で、ビーチの掃除をして集めたプラスチックで何かを作るという、取組を行って

いる。今後はこれらをエネルギーに変換していくことも含めてかなり大きく変わってくると考え

る。港湾の活用を含めて、ものづくりとリサイクルを結んでいけるような形をお願いしたい。" 

 奨学金の問題もあり、県外へ出ていくのは構わないが、いずれＵターンしてくるのは間違いな

いので、学校のネットワークなどを県でもつかんでいただきたい。 

 

【清水委員】 

 健康医療関連産業への支援について 

・ 加速する高齢化社会に伴い、人々の健康への関心が高まり健康医療産業は大きく発展する

ことが予想されています。その中でも再生医療は市場規模が指数関数的に大きくなることが

予想されている成長産業です。 

・ 日本政府はまだ初期段階にある再生医療産業の発展を大きく支援しており、多くの製薬企業、

ベンチャー企業が参入しはじめています。沖縄県はこれまでの事業支援により「再生医療事

業」が強い県であることを示し続けることが出来ています。 

・ また再生医療産業の中には、結果を出すまでに時間のかかる「医薬品」の開発だけではなく、

急拡大している再生医療関連の「化粧品」事業も含まれています。化粧品事業は、健康食品

事業、機能性食品事業とならんですぐに販売可能なため、結果が出やすい分野です。         

・ 沖縄県がこれらの事業を推進するアカデミアや企業を支援し、「健康医療に強い沖縄」のイメ

ージを作りあげ、関連する観光産業にも良い影響を波及させることで、最終的には県民の雇
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用が促進されて所得水準もあがります。 

・ 伝統的な沖縄県の産業を守りつつ、新たに急拡大している再生医療事業、化粧品開発事業、

医療機器開発事業、健康食品事業など、健康医療関連産業への支援が絶対的に必要と考

えます。是非「健康医療 沖縄」のイメージをこれからの沖縄県の施策の大きな一つの柱とし

ていただきたいと思います。 

 

【山本委員】 

 ＩＴ、ＤＸ産業の稼ぐ力をいかに上げていくのかも重要であるが、新しい企業促進をどのように

やるのか、どこにフォーカスを当てて具体的な施策をするのかが重要である。 

魅力をＡＩで解析して、プレゼンの魅力とか、刺さる公告とか、ＳＮＳの「いいね」の数を増やす

など、何を具体的にするのかを決めて、１つでも２つでも具体的な実行を伴うことが重要では

ないか。" 

 いい技術があってもそれを知的財産にして実施許諾、ライセンスをするというところが弱い。

これを実現するためには技術移転機関機能、ＴＬＯのような機能をもっと充実させる必要があ

る。 

ベンチャーはすぐには生まれないし、生まれてもすぐに大きな会社になるわけではないので

時間はかかるが、「ギャップファンド」のような地道な施策を継続することが重要。 

ＣＩＰベンチャーはＯＩＳＴや琉球大学でもできるので、検討いただきたい。 

琉球大学や OIST がベンチャーをつくって株主になるという CIP 制度も検討していただく価値

はある。" 

 特区に関して、「電気自動車しか走らせない島」、「風力発電や潮力発電などの実証実験が

何でもできる」、「特定の島では何の実験でも自由にできる」などができると、世界中から企業

が来てくれるかもしれない。そうなれば、沖縄でもイノベーションは実現できる。 

 薬を開発するときに臨床の現場でデータを取りながら認可を与えていくという安全性の試験、

トランスレーショナルリサーチについては、複数の大手製薬企業で連携し試験を行う事が多

い。限られた県内大学との契約を円滑にするひな形をつくり、呼び込んでくるというのも大型

の臨床研究を獲得できるチャンスになり得る。 

 

【井瀧委員】 

 バイオテクノロジーを活用した産業化の促進について、施策として明記する以上、支援スキ

ームをしっかり整え、サポートを求める企業をしっかり支援できる仕組みを構築する必要があ

ると思料する。 

 多様なものづくり産業の振興の中で環境整備の記載があるが、ものづくりというのが何を指

すのか。工業系でいうと、処理施設、排水、排気、廃液、廃棄物などの処理の問題がある。 

一方で、沖縄の環境をどうするのか、環境負荷をどうかけさせないようにするのか、廃棄に関

する処理をどう考えるのか、取り組む際には両輪で検討いただきたい。 

 

【上原委員】 

 ＯＩＳＴは 2011 年に設立されてもう 10 年たつが、果たして沖縄の産業、沖縄の経済を活性化

するための橋渡し、もしくはそこに役に立つような形がとれているのか。沖縄の企業とＯＩＳＴと

-65-



別紙３ 

の連携を検討していただきたい。 

 ＯＩＳＴを沖縄につくった意味、沖縄にある意義、沖縄の将来を考えた場合に、沖縄の若い人

材を育成する何かしらの方法がつくれないものか。 

 

【本村委員】 

 「社会課題解決型プロジェクトの創出支援」で言っている「社会課題解決」は、知事がＳＤＧｓ

との関連で指摘している「誰一人取り残さない」こととも関連した社会課題を意味しているの

か確認したい。そうであれば、ここで書いてある「創出する」、あるいは「その仕組みを考える」

が、ＯＩＳＴの研究成果が貧困等の解決にも結びつくようなものであることも想定した上での記

載なのかを確認したい。 

 県が求めている人材が何かという情報が、なかなか若い世代に届きにくい現状がある。大学

生を含めて県内出身の者は県内で働きたいという意欲が高い者が多いので、そういう若者

が県の施策を理解してチャレンジすることになるよう、広報にもう一段力を入れていただきた

い。 

 

【神谷委員】基盤整備部会 

 リモートワークに対して沖縄県としてどうしたいのか、どうなってほしいのかという考えをまと

める必要がある。 
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